
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て
（

3）

村
和

明

は
じ
め
に

一
十
人
組
作
成
の
御
為
替
御
用
帳
簿

（
一
）
江
戸
十
人
組
の
帳
簿
（「
江
戸
御
為
替
」
期
）

（
二
）
大
坂
十
人
組
の
帳
簿

二
失
わ
れ
た
記
録
に
つ
い
て

（
一
）
三
井
の
記
録

（
二
）
十
人
組
の
記
録

お
わ
り
に

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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は
じ
め
に

近
世
の
三
井
両
替
店
一
巻
は
、
江
戸
幕
府
の
御
為
替
御
用
を
つ
と
め
、
京
・
大
坂
両
替
店
に
膨
大
な
帳
簿
・
記
録
を
残
し
た
。
こ
れ
ら
の

史
料
は
、
三
井
両
替
店
の
経
営
に
関
す
る
基
礎
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
（
１
）、
ご
く
わ
ず
か
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
江
戸
幕
府
の
財
政
史
料
を
補

い
、
上
方
に
お
け
る
幕
府
の
財
政
上
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
材
料
で
あ
る
。

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
（
２
）、
京
両
替
店
・
大
坂
両
替
店
で
作
成
さ
れ
た
こ
の
帳
簿
類
を
題
材
に
、
性
格
や
相
互
の
関
係
、
誤
記
・
訂
正
な
ど

か
ら
わ
か
る
実
務
上
の
記
載
順
序
な
ど
を
検
討
し
た
。
膨
大
な
記
録
が
現
存
し
、
全
て
の
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
両
店

の
各
種
の
帳
簿
類
が
豊
富
に
現
存
し
て
い
る
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
・
五
年
の
二
年
間
を
対
象
と
し
、
そ
の
範
囲
の
全
て
の
記
事
、
比
較

検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
ま
た
、
誤
記
・
訂
正
・
注
記
な
ど
の
特
殊
記
述
に
つ
い
て
、
広
い
範
囲
の
帳
簿
か
ら
と
り
あ
げ
て
、
こ

れ
を
補
足
す
る
試
み
を
行
っ
た
（
３
）。
本
稿
は
、
こ
れ
を
い
く
つ
か
の
点
か
ら
補
う
も
の
で
あ
る
。

一
つ
目
は
、
三
井
と
と
も
に
御
為
替
御
用
を
担
っ
た
存
在
が
作
成
し
た
史
料
に
つ
い
て
で
あ
る
。
御
為
替
御
用
は
三
井
単
独
で
担
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
創
設
期
か
ら
十
人
組
（
４
）と
分
担
し
、
他
に
も
時
期
に
よ
っ
て
は
上
田
組
や
銀
座
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
た
。
三
井
文
庫
に
は
、
十

人
組
に
関
連
す
る
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。
三
井
組
と
十
人
組
と
が
と
も
に
作
成
し
た
記
録
、
十
人
組
が
作
成
し
た
記
録
で
、
控
を
三
井
組

が
保
持
し
て
い
る
も
の
、
十
人
組
が
作
成
し
た
記
録
で
、
何
ら
か
の
事
情
で
現
物
が
三
井
両
替
店
に
伝
来
し
た
も
の
、
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
こ
の
中
に
は
、
御
為
替
御
用
に
関
す
る
記
録
が
わ
ず
か
だ
が
存
在
し
て
い
る
（
５
）。
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
記
録
の
関
連
史
料
と

い
え
、
こ
れ
を
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
に
は
、
御
為
替
御
用
の
歴
史
の
上
で
、
非
常
に
特
殊
な
形
態
が
と
ら
れ
た
時
期
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
御
為
替
御
用
の
基
本
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は
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
江
戸
御
金
蔵
へ
の
送
金
で
あ
っ
た
が
（
６
）、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
閏
四
月
か
ら
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
か
け

て
は
、
御
為
替
送
金
の
方
向
が
反
転
し
、
江
戸
か
ら
大
坂
へ
と
送
金
が
な
さ
れ
て
い
た
（
７
）。
こ
れ
は
田
沼
政
権
に
よ
る
改
革
で
、
中
井
信
彦
は

全
国
経
済
の
金
経
済
に
よ
る
一
元
化
を
狙
い
と
す
る
改
革
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
（
８
）、
結
局
あ
ま
り
う
ま
く
行
か
ず
、
数
年
で
旧
来
の

大
坂
か
ら
江
戸
へ
の
御
為
替
送
金
に
回
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
関
す
る
記
録
は
、
三
井
両
替
店
作
成
の
も
の
が
あ
ま
り
現
存

し
て
お
ら
ず
、
貴
重
な
記
録
で
あ
っ
て
、
前
稿
を
補
う
一
つ
の
材
料
と
な
る
（
９
）。

本
稿
で
は
江
戸
・
大
坂
で
十
人
組
が
作
成
し
た
御
用
関
係
帳
簿
に
つ
い
て
一
点
ず
つ
と
り
あ
げ
、
書
誌
学
的
に
検
討
し
、
ま
た
記
事
の
構

成
を
把
握
す
る
。

も
う
一
点
は
、
既
に
失
わ
れ
た
史
料
に
つ
い
て
で
あ
る
。
帳
簿
組
織
や
本
来
の
業
務
の
全
体
像
を
復
元
し
、
現
存
す
る
史
料
の
性
格
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
現
存
し
な
い
帳
簿
や
記
録
、
文
書
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
京
本
店
を
中
心
に
三
井
の
書
類
の

整
理
保
存
を
論
じ
た
鶴
岡
実
枝
子
は
、
史
料
整
理
の
最
終
的
帰
結
と
し
て
の
目
録
作
成
は
原
秩
序
の
復
元
で
あ
る
と
し
、
「
失
わ
れ
た
文
書

群
の
存
在
を
想
定
し
な
が
ら
構
造
的
把
握
に
努
力
す
る
」
た
め
整
理
者
に
依
存
す
る
面
が
あ
り
、
ま
た
ど
の
段
階
が
原
秩
序
と
す
る
か
は
多

元
的
で
あ
る
が
、
「
三
井
家
の
経
営
の
全
貌
な
り
推
移
を

�る
指
標
と
も
な
り
得
る
こ
と
を
意
識
し
て
原
秩
序
の
再
構
成
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（

�）。
本
稿
で
は
、
原
秩
序
の
復
元
に
ま
で
は
至
ら
な
い
が
、
失
わ
れ
た
記
録
を
も
含
む
御
用
関
係
記
録
を
概
観
し

て
み
た
い
。
三
井
の
両
替
店
一
巻
で
は
、
業
務
記
録
に
つ
い
て
保
存
年
限
を
指
定
し
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
管
理
の
た
め
の
帳
簿
を
作

っ
て
い
た
。
三
井
文
庫
で
は
か
つ
て
こ
れ
ら
の
史
料
の
展
示
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
大
谷
明
史
が
、
こ
う
し
た
台
帳
を
用
い
た
帳

簿
の
管
理
方
式
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（

�）。
本
稿
で
は
、
現
存
す
る
史
料
管
理
の
た
め
の
帳
簿
か
ら
、
三
都
の
両
替
店
で
作
成
さ
れ
た
御
為
替

御
用
関
係
の
帳
簿
で
、
失
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ま
た
十
人
組
関
係
に
つ
い
て
も
、
三
井
文
庫
に
現
存
す
る
記
録
か
ら
、
京
・

大
坂
で
保
管
さ
れ
た
記
録
類
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
同
様
の
検
討
を
行
う
。
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以
上
、
御
為
替
十
人
組
の
史
料
の
検
討
、
御
為
替
送
金
が
反
転
し
て
い
る
時
期
、
失
わ
れ
た
史
料
群
の
概
観
、
と
い
う
三
点
か
ら
、
前
稿

を
補
い
た
い
。

（

1）
御
為
替
御
用
の
沿
革
や
、
近
世
の
三
井
の
経
営
上
に
お
け
る
御
為
替
御
用
の
意
義
や
額
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

松
尾
涼
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」（
『
日
本
歴
史
』
二
八
三
、
一
九
七
一
）、『

三
井
事
業
史
』
本
編
一
（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
）

第
一
章
第
四
節
、
第
五
章
第
七
節
、
賀
川
隆
行
「
三
井
両
替
店
の
経
営
と
蓄
積
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
八
、
一
九
七
四
）
、
同
「
幕
末
・
維
新

期
の
御
為
替
三
井
組
」（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
三
、
一
九
七
九
）、
同
「
三
井
両
替
店
の
御
為
替
銀
裁
許
と
家
屋
敷
」（
同
一
四
、
一
九
八
〇
）、

同
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
）
第
二
章
第
一
節
、
同
「
文
久
・
慶
応
期
の
御
為
替
三
井
組
」（
同
三
〇
、
一
九

九
六
、
の
ち
同
『
江
戸
幕
府
御
用
金
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
二
〇
〇
二
所
収
）。

（

2）
村
和
明
「
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て

�寛
政
四
・
五
年
の
京
・
大
坂
両
替
店
史
料
を
例
に
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
四
、

二
〇
一
〇
。
以
下
、
拙
稿
①
と
呼
称
す
る
。

（

3）
村
和
明
「
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て
（

2）

�訂
正
・
註
記
か
ら
考
え
る
」
『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
五
、
二
〇
一
一
。

以
下
、
拙
稿
②
と
呼
称
す
る
。

（

4）
元
禄
期
、
幕
府
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
御
用
の
創
始
期
に
は
十
人
で
あ
っ
た
が
、
顔
ぶ
れ
に
は
変
動
が
あ
り
、
ま
た
次
第
に
休
業
し
て
人
数
は

減
少
し
、
幕
末
ま
で
継
続
し
た
の
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
加
入
し
た
島
田
組
と
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
加
入
し
た
小
野
組
の

み
で
あ
っ
た
。
十
人
組
の
メ
ン
バ
ー
や
家
質
高
の
変
遷
は
、
松
尾
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

（

5）
御
為
替
御
用
関
係
の
ほ
か
で
は
、
貨
幣
改
鋳
に
伴
う
引
替
御
用
も
共
同
で
引
き
受
け
て
お
り
、
こ
の
関
係
の
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
詳
し
く
は
検
討
で
き
な
い
。

（

6）
拙
稿
①
、
三
六
頁
、
第

1表
・
第

1図
。

（

7）
前
掲
注
（

1）
参
照
。
近
世
の
基
本
で
あ
っ
た
大
坂
御
金
蔵
か
ら
江
戸
御
金
蔵
へ
の
御
為
替
送
金
を
「
大
坂
御
為
替
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
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こ
の
時
期
の
逆
転
し
た
送
金
を
「
江
戸
御
為
替
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
も
そ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
。

（
8）

中
井
信
彦
「
大
坂
御
金
蔵
為
替
の
中
絶
始
末
上
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
創
刊
号
、
一
九
六
七
。

（

9）
帳
簿
だ
け
で
な
く
記
録
類
を
含
め
て
も
、
京
両
替
店
で
は
「
押
切
帳
書
抜
」（
本
一
九
九
四
）、「
案
文
帳
」
二
（
別
一
六
四
〇
）・
三
（
別
一

六
五
九
）。
大
坂
両
替
店
で
は
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
一
）、「
御
為
替
配
分
帳
」（
別
一
七
〇
〇
）、「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）

く
ら
い
で
あ
る
。
賀
川
前
掲
著
で
は
、
引
き
受
け
額
を
「
御
為
替
配
分
帳
」
（
別
一
七
〇
〇
）
か
ら
と
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
史
料
は

す
べ
て
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
に
よ
り
、
所
蔵
番
号
の
み
で
示
す
。

（

10）
鶴
岡
実
枝
子
「
商
家
文
書
の
目
録
編
成
」
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
史
料
の
整
理
と
管
理
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
、
三
二
〇

�三

二
一
頁
。
大
元
方
や
大
坂
両
替
店
、
三
井
各
家
の
書
類
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（

11）
「
第
三
回
史
料
展
示
回
目
録
」
（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
）
の
「
解
説
」
、
大
谷
明
史
「
三
井
両
替
店
の
帳
簿
と
そ
の
管
理
方
式
」
（
『
経
営
と

歴
史
』
八
、
日
本
経
営
史
研
究
所
、
一
九
八
四
、
の
ち
『
企
業
と
史
料
』
創
刊
号
、
一
九
八
六
に
再
録
）。

一
十
人
組
作
成
の
御
為
替
御
用
帳
簿

（
一

）
江

戸
十

人
組

の
帳

簿
（「

江
戸

御
為

替
」

期
）

現
在
三
井
文
庫
が
所
蔵
す
る
史
料
で
、
江
戸
十
人
組
が
作
成
し
た
御
為
替
御
用
に
関
係
す
る
帳
簿
で
唯
一
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
「
自
江

戸
御
金
蔵
大
坂
御
金
蔵
江
上
納
御
為
替
金
銀
配
分
請
取
帳
」（
本
五
一
〇

�一
）
で
あ
る
。

竪
帳
で
、
墨
付
約
五
〇
丁
と
、
こ
の
種
の
日
常
業
務
用
の
帳
簿
に
し
て
は
薄
い
。
形
態
・
内
容
と
も
に
、
前
稿
で
検
討
し
た
京
・
大
坂
両

替
店
の
御
用
関
係
帳
簿
の
い
ず
れ
に
も
似
て
い
な
い
。

収
録
さ
れ
る
事
項
の
年
代
を
み
る
と
、
江
戸
御
為
替
の
時
期
に
一
致
し
て
お
り
、
江
戸
御
為
替
の
た
め
の
帳
簿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
江
戸
御
為
替
が
開
始
さ
れ
た
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
閏
四
月
か
ら
、
廃
絶
さ
れ
た
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）

ま
で
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
性
格
の
帳
簿
は
こ
れ
一
冊
し
か
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

内
容
構
成
は
、
前
後
半
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
部
分
は
、
同
様
の
内
容
を
も
つ
セ
ッ
ト
八
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。

各
セ
ッ
ト
は
、
ま
ず
証
文
一
通
が
載
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
続
く
日
付
と
金
額
を
記
し
た
一
つ
書
多
数
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
セ
ッ
ト
ご
と
に
、

帳
の
小
口
の
と
こ
ろ
に
小
さ
な
紙
片
を
貼
っ
た
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
証
文
の
文
面
を
、
最
初
の
セ
ッ
ト
か
ら
示
そ
う
。

�
史
料

1�

御
為
替
金
銀
請
取
証
文
之
事

従
江
戸
御
金
蔵
大
坂
江
御
為
登
被
為
成
御
為
替
金
銀
、
連
判
之
本
手
形
別
ニ
差
上
、
御
金
銀
請
取
申
所
実
正
也
、
此
配
分
金
銀
、
我
等

名
代
山
本
金
右
衛
門
印
形
ニ
而
、
此
証
文
奥
書
ニ
其
時

�金
銀
高
書
記
、
請
取
可
申
条
、
無
相
違
御
渡
可
被
成
候
、
為
後
証
仍
如
件

宝
暦
十
二
午
年
閏
四
月

富
山
忠
四
郎

�

（
印
形
抹
消
）

午
閏
四
月
十
八
日

一
銀
九

�拾
五
貫
目
慥
請

�取
申
候
、
来
ル
七
月
廿
三
日
大
坂
御
金
蔵
江
上
納
可
仕
候
、
以
上

山
本
金
右
衛
門

�

（
印
形
抹
消
）

午
五
月
十
八
日

一
銀
七

�拾
六
貫
目
慥
請

�取
申
候
、
来
ル
八
月
廿
三
日
大
坂
御
金
蔵
江
上
納
可
仕
候
、
以
上
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山
本
金
右
衛
門

�

（
印
形
抹
消
）

証
文
の
部
分
は
、
ど
の
セ
ッ
ト
の
も
の
も
、
差
出
人
と
文
中
に
み
え
る
名
代
の
人
名
が
異
な
る
だ
け
で
、
日
付
も
文
面
も
同
一
で
あ
る
。

一
つ
書
部
分
に
は
か
な
り
差
異
が
あ
る
。
御
家
流
の
大
き
な
文
字
で
記
さ
れ
、
実
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

各
セ
ッ
ト
所
載
の
証
文
の
差
出
は
、
富
山
以
下
、
竹
川
彦
太
郎
、
藤
木
伊
右
衛
門
、
奥
田
仁
兵
衛
、
嶋
田
八
郎
左
衛
門
、
古
川
弥
兵
衛

（

↓平
松
慎
五
郎
）、
中
川
清
三
郎
、
中
川
長
四
郎
で
、
三
井
組
と
並
び
御
為
替
送
金
を
請
け
負
っ
た
十
人
組
の
面
々
で
あ
る
。
証
文
の
写
し

の
位
置
に
つ
け
ら
れ
た
見
出
し
に
は
、
彼
ら
の
姓
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
証
文
の
部
分
を
み
る
と
、
十
人
組
の
名
前
で
、
江
戸
御
金
蔵
か
ら
大
坂
御
金
蔵
へ
の
御
為
替
送
金
を
受
け
取
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

（「
連
判
の
本
手
形
」
が
指
す
も
の
が
不
明
で
あ
る
が
）
こ
の
時
点
で
具
体
的
な
額
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
内
容
も
し
く
は
証
文
の
文
例
で
は

な
い
。
こ
れ
以
降
に
実
際
に
御
為
替
送
金
を
行
っ
て
い
く
際
は
、
奥
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
後
に
続
く
部
分
に
、
一
つ
書
き
の
形
で

追
記
さ
れ
て
い
く
。

こ
れ
に
続
く
一
つ
書
で
は
、
肩
に
日
付
が
あ
り
、
銀
の
額
と
、
大
坂
御
金
蔵
へ
の
上
納
日
（
九
〇
日
後
）
、
証
文
に
名
代
と
し
て
み
え
る

人
名
が
記
さ
れ
、
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
印
は
全
て
同
じ
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
人
名
は
、
十
人
組
を
構
成
す
る
両
替
商
の
手
代
た
ち

で
、
実
際
に
業
務
に
あ
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
印
が
変
わ
る
場
合
に
は
、
新
た
な
印
が
新
た
な
名
代
の
名
前
と
と
も
に
、
証
文
部
分
に
貼

り
紙
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
（
１
）、
印
が
変
わ
ら
な
い
場
合
に
は
、
名
代
の
名
が
代
わ
っ
て
も
、
セ
ッ
ト
冒
頭
の
証
文
の
よ
う
な
形
で
の
記
載
は

な
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
印
も
、
墨
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
上
納
が
済
ん
だ
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
２
）。

一
つ
書
は
、
金
額
、
渡
り
日
、
上
納
期
限
、
請
取
者
の
署
名
捺
印
と
い
う
、
最
小
限
の
内
容
と
な
る
。
冒
頭
に
普
遍
的
な
内
容
の
文
書
を

記
し
て
お
く
こ
と
で
、
実
際
に
御
為
替
送
金
を
受
け
取
っ
た
際
は
記
述
が
簡
略
に
済
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
文
書
事
務
上
の
手
間

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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が
省
か
れ
て
い
る
。
宛
所
が
な
い
点
や
、
こ
う
し
た
簡
略
化
が
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
幕
府
の
江
戸
御
金
蔵
に
備
え
て
お
く
も
の
で

は
な
く
、
江
戸
十
人
組
で
保
管
し
て
用
い
て
い
た
帳
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ど
の
セ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
最
初
の
送
金
は
閏
四
月
一
八
日
渡
り
・
七
月
二
三
日
上
納
の
御
為
替
送
金
で
あ
り
、
そ
の
額
を
集
計
す
る
と

銀
四
九
九
貫
目
と
な
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
こ
の
史
料
の
後
半
部
分
に
み
え
る
、
同
じ
日
付
の
御
為
替
送
金
の
、
十
人
組
分
担
額
と
一
致

す
る
。
江
戸
御
為
替
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
の
十
人
組
は
八
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

御
為
替
送
金
の
内
容
（
「
銘
」
）
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
配
分
帳
」
と
の
表
題
が
示
す
通
り
、
十
人
組
内
部
で
の
分
担
額
と
受
取
の
事
実

を
記
録
し
て
お
く
た
め
の
帳
簿
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
つ
書
、
つ
ま
り
分
担
し
た
御
為
替
送
金
の
数
は
、
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
江
戸
御
為
替
が
つ
づ
く
明
和
四
年
（
一

七
六
七
）
ま
で
多
数
の
送
金
を
記
す
セ
ッ
ト
も
あ
れ
ば
、
送
金
一
口
を
記
し
て
お
わ
る
セ
ッ
ト
も
あ
り
、
十
人
組
の
全
メ
ン
バ
ー
が
全
て
を

分
担
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

セ
ッ
ト
ご
と
に
丁
が
改
め
ら
れ
て
お
り
、
送
金
一
口
を
記
す
の
み
で
白
紙
の
丁
な
く
次
の
セ
ッ
ト
に
移
る
箇
所
も
み
う
け
ら
れ
る
。
内
容

の
性
格
上
、
少
な
く
と
も
前
半
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
一
冊
の
帳
簿
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
後
半
を
合
冊
す
る
際
な
ど
に
綴

じ
直
さ
れ
、
余
分
な
紙
は
除
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
御
為
替
が
廃
絶
し
た
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
送
金
を
記
し
た
後
に
も
、
白

紙
の
ま
ま
の
丁
が
続
い
て
い
る
セ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
綴
じ
直
さ
れ
た
の
は
江
戸
御
為
替
が
継
続
し
て
い
る
間
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

続
い
て
、
こ
の
史
料
の
後
半
部
分
を
み
て
み
よ
う
。
後
半
は
、
御
為
替
送
金
を
列
記
し
た
一
つ
書
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
書
体
は
、
前
半

と
う
っ
て
か
わ
っ
て
雑
で
あ
り
、
写
し
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
一
例
を
示
す
。

�
史
料

2�
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閏
十
二
月
十
八
日
渡
、
来
ル
酉
三
月
廿
三
日
上
納

百
七
拾
九
貫
五
百
目

三
井
組

御
遣

�
一
銀
四
百
八
拾
貫
目

方
百
七
拾
九
貫
五
百
目

十
人
組

七
拾
壱
貫
目

銀
座

五
拾
貫
目

上
田
組

渡
り
日
・
上
納
日
、
金
額
で
示
さ
れ
た
御
為
替
送
金
一
口
に
つ
い
て
、
十
人
組
・
三
井
組
・
銀
座
・
上
田
組
の
四
組
で
の
配
分
額
を
記
し

て
い
る
。
担
当
す
る
額
は
、
ど
の
御
為
替
送
金
を
み
て
も
、
銀
五
〇
〇
目
単
位
の
区
切
り
の
よ
い
数
字
と
な
っ
て
お
り
、
家
質
の
高
に
よ
る

厳
密
な
比
率
と
は
微
妙
に
ず
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
拙
稿
①
で
検
討
し
た
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
江
戸
御
金
蔵
へ
の
御
為
替
送
金
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
り
、
家
質
の
比
率
に
よ
る
細
か
い
数
値
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
集
計
す
る
専
用
の
帳
簿
が
作
ら
れ
て
い
た
（
３
）。
大
規
模
か

つ
頻
繁
な
御
為
替
送
金
を
分
担
す
る
に
は
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
。
現
存
は
し
な
い
が
、
江
戸
御
為
替
に
つ
い
て
も
、
ズ
レ
を
集
計
す
る
帳

簿
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
御
遣
方
」
と
あ
る
の
が
、
御
為
替
の
種
別
（「
銘
」
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
毎
月
一
八
日
に
渡
さ
れ
る
「
御
遣
方
」「
御
遣
方
銀
」
が
恒

例
の
送
金
と
み
ら
れ
、
こ
れ
に
数
件
の
「
御
除
金
之
内
」
と
呼
ぶ
送
金
が
加
わ
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
御
為
替
送
金
も
、
額
は
一
〇
貫
目
単
位
で
区
切
り
が
よ
く
、
拙
稿
①
で
検
討
し
た
寛
政
ご
ろ
の
御
為
替
の
よ
う
に
、
多
様
な
財

源
・
契
機
に
よ
る
臨
時
の
送
金
を
計
上
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
御
為
替
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
（
４
）。

一
つ
書
の
上
に
は
、
半
円
が
記
さ
れ
て
い
る
。
箇
条
に
よ
っ
て
は
丸
印
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
原
文
書
に
割
印
が
捺
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
拙
稿
①
で
検
討
し
た
、
京
両
替
店
の
「
押
切
帳
」
「
御
為
替
留
」
、
大
坂
両
替
店
の
「
御
為
替
配
分
帳
」
「
京

都
御
為
替
銘
書
帳
」
の
よ
う
な
、
実
務
に
用
い
た
基
本
台
帳
と
み
ら
れ
る
帳
簿
類
が
似
た
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
江
戸
御
為
替
に
お

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）

163



い
て
も
同
様
の
記
録
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

お
そ
ら
く
は
、
当
初
は
こ
の
史
料
は
前
半
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
銘
書
や
全
体
の
額
、
他
の
組
と
の
分
担
額

が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実
務
記
録
か
ら
写
し
を
作
り
、
後
半
部
分
と
し
て
収
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
業
が
、
十
人
組
で
行
わ
れ

た
の
か
、
三
井
で
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
後
半
部
分
は
、
折
り
紙
一
〇
紙
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
内
容
を
み
て
い
く
と
、
錯
簡
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、

利
用
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
、
後
半
部
分
か
ら
の
紙
数
で
説
明
す
る
。

手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
渡
り
・
上
納
日
に
記
さ
れ
る
干
支
で
あ
る
。
（
五
ウ
）
か
ら
（
一
〇
オ
）
ま
で
は
、
細
か
く
干
支
が
記
さ
れ
て

お
り
、
日
付
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
範
囲
で
は
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
問
題
は
こ
れ
以
前
で
あ
っ
て
、
ご
く
一
部
に
し
か
干

支
が
な
い
が
、
綴
じ
ら
れ
た
通
り
に
読
む
と
日
付
が
う
ま
く
連
続
し
な
い
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
分
担
額
か
ら
お
よ
そ
計
算
で
き
る
、
分
担
の
比
率
で
あ
る
。
計
算
し
な
が
ら
綴
じ
ら
れ
た
順

に
み
て
ゆ
く
と
、
三
井
組
・
十
人
組
・
銀
座
・
上
田
組
の
内
訳
が
、
（
一
オ
）
か
ら
三
七
・
四
％

�三
七
・
四
％

�一
四
・
八
％

�％

�一

〇
・
三
％
で
あ
る
の
が
、（
二
ウ
）
の
冒
頭
か
ら
突
如
三
四
・
八
％

�四
一
・
六
％

�一
三
・
八
％

�九
・
七
％
へ
と
変
化
し
、（
四
オ
）
の

途
中
か
ら
元
の
比
率
に
戻
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
ま
ず
、
（
二
ウ
）
か
ら
始
ま
り
、
（
四
オ
）
を
含
む
部
分
が
、
実
際
の
冒
頭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
二
ウ
）
の
最
初
に
は

「
大
坂
上
納
高
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
、
ま
ず
四
月
一
八
日
渡
り
・
三
井
組
一
手
引
き
受
け
の
項
目
が
載
り
（
５
）、
続
い
て
閏
四
月
渡
り
の
項

目
が
載
る
。
江
戸
御
為
替
が
開
始
さ
れ
た
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
は
閏
四
月
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え

よ
う
。

次
は
、
（
二
ウ
）
か
ら
始
ま
る
部
分
の
ど
こ
に
、（
一
ウ
）・（
二
オ
）
が
入
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
オ
は
白
紙
で
あ
る
）。
（
一
ウ
）
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の
冒
頭
に
は
「
四
組
渡
二
番
」
と
の
見
出
し
が
あ
り
、
一
つ
抹
消
記
事
が
あ
っ
て
、
実
質
的
な
一
つ
目
は
申
一
月
一
八
日
渡
り
の
項
目
。

（
二
オ
）
の
最
後
は
、
申
七
月
一
八
日
渡
り
の
項
目
で
あ
る
。
申
年
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
と
考
え
ら
れ
る
。
う
ま
く
当
て
は
ま
る
区

切
り
を
探
し
て
い
く
と
、（
五
オ
）
の
終
わ
り
が
未
一
二
月
七
日
渡
り
、（
五
ウ
）
の
最
初
が
申
八
月
一
八
日
渡
り
で
あ
り
、
こ
の
間
に
は
め

こ
む
と
都
合
が
よ
い
。
ま
た
（
五
ウ
）
の
最
初
に
は
、「
四
組
渡
三
番
」
と
の
見
出
し
が
あ
る
。

従
っ
て
、
本
来
の
構
成
は
、「
大
坂
上
納
高
」（
二
ウ
）
～
（
五
オ
）

↓「
四
組
渡
二
番
」（
一
ウ
）・
（
二
オ
）

↓「
四
組
渡
三
番
」（
五
ウ
）
～

（
一
〇
オ
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
オ
）
と
（
二
ウ
）
は
、
記
載
す
る
期
間
が
隔
っ
て
い
る
が
、
同
じ
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。（
五
オ
）・（
五
ウ
）
は
、
や
は
り
内
容
に
隔

た
り
が
あ
り
、
紙
は
切
れ
て
い
る
が
、
墨
の
汚
れ
か
ら
本
来
は
張
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
内
容
の
前
後
が
狂

っ
た
の
は
、
も
と
と
な
っ
た
史
料
に
お
い
て
で
あ
り
、
錯
簡
が
あ
っ
た
帳
簿
を
写
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
三
つ
の
見
出
し
は
、
本
来
の
史
料
の
呼
称
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

整
理
し
直
し
て
み
る
と
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
四
月
一
八
日
渡
り
・
三
井
組
一
手
引
き
受
け
の
銀
六
〇
〇
貫
目
の
送
金
か
ら
、
明

和
四
年
（
一
七
六
七
）
五
月
一
一
日
渡
り
の
銀
七
八
〇
貫
目
の
送
金
ま
で
、
江
戸
御
為
替
の
全
期
間
に
わ
た
り
分
担
が
記
さ
れ
て
い
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
各
年
の
終
わ
り
に
は
、
十
人
組
の
み
の
合
計
値
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
江
戸
十
人
組
の
御
為
替
御
用
関
係
の
帳
簿
で
、
こ
の
一
冊
だ
け
が
生
き
残
っ
て
三
井
の
手
に
渡
っ
た
の
か
は
、
十
分
明
ら
か
で
は
な

い
。
江
戸
御
為
替
期
の
み
を
記
す
史
料
で
あ
り
、
江
戸
御
為
替
が
廃
絶
さ
れ
、
ふ
た
た
び
大
坂
御
金
蔵
か
ら
江
戸
御
金
蔵
へ
御
為
替
送
金
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
利
用
頻
度
は
大
き
く
下
が
り
、
現
用
な
い
し
は
直
接
参
考
と
さ
れ
た
記
録
・
帳
簿
類
と
は
異
な
る
場
所
に
し
ま
い

こ
ま
れ
、
そ
の
た
め
今
日
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
両
替
店
に
伝
わ
る

十
人
組
関
係
史
料
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、
こ
れ
を
含
む
五
点
が
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
～
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
と
や
や
近
接
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し
た
範
囲
に
収
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
三
井
の
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）

大
坂
十
人
組
の
帳
簿

大
坂
十
人
組
が
作
成
し
た
御
為
替
御
用
に
か
ん
す
る
帳
簿
と
し
て
、
現
在
三
井
文
庫
に
は
「
金
銀
渡
り
配
分
帳
」「
金
銀
配
分
帳
」「
配
分
」

な
ど
と
題
す
る
、
一
年
一
冊
で
通
し
番
号
が
付
さ
れ
た
一
群
の
帳
簿
が
あ
る
。
二
一
番
（
明
和
六
年
〔
一
七
六
九
〕
）
か
ら
三
九
番
（
天
明

七
年
〔
一
七
八
七
〕
）
ま
で
、
六
一
番
（
文
化
五
年
〔
一
八
〇
八
〕
）
か
ら
七
四
番
（
文
政
四
年
〔
一
八
二
一
〕
）
ま
で
の
二
群
が
伝
来
し
て

い
る
（
６
）。

い
ず
れ
も
竪
帳
で
、
や
や
虫
損
が
み
ら
れ
る
。
原
題
に
は
し
ば
し
ば
「
京
」「
大
坂
」「
南
都
」
の
「
御
渡
リ
金
」
と
の
表
現
が
含
ま
れ
る
。

二
六
番
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
冊
（
本
四
五
四
）
か
ら
、
記
事
の
一
例
を
示
そ
う
。

�
史
料

3�

一
、
銀
四
拾
貫
五
百
目

午
九
月
廿
三
日
渡
リ

去

�辰
年
肥
後
・
肥
前
・
豊
後
国
御
年
貢
、
長
崎
瀧
崎
御
蔵
納
米
代
銀

�掛
包
賃
銀
増
銀
共
皆
納
之
内

一
、
銀
百
弐
拾
貫
五
百

内
小
玉
銀
弐
拾
貫
目

目
右
同
断

「
右

（
朱
書
）同
断
」

内
五
拾
貫
目

二
条
大
坂
新
御
囲
米
御
払
代
銀
之
内

七
拾
貫
五
百
目

駿
州
清
水
御
囲
米
御
払

但
金
之
代
り
銀
共
之
内

代
金
銀
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此
金
弐
万
九
千
三
百
四
拾
七
両

銀
四
拾
六
貫

内
小
玉
銀
弐
拾
四
貫
目

三
拾
目
八
分
三
厘
三
弗
分
之
内

二
口
〆
銀
百
六
拾
壱
貫
目

右
之
内一
、
三
拾
六
貫
目内
小
玉
五
貫
五
百
目

青
木
喜
右
衛
門
渡

一
、
三
拾
九
貫
目内
小
玉
六
貫
目

小
塩
清
右
衛
門
渡

一
、
弐
拾
六
貫
目内
小
玉
四
貫
目

奥
田
分

梅
田
十
兵
衛
渡

一
、
弐
拾
九
貫
目内
小
玉
四
貫
目

右
同
人
渡

一
、
三
拾
壱
貫
目内
小
玉
銀
四
貫
五
百
目

古
川
分

右
同
人
渡

〆

右
之
通
配
分
仕
、
相
渡
申
候
、
以
上

午
九
月
廿
三
日

佐
藤
惣
兵
衛

�

北
駒
茂
兵
衛

�
竹
川
店

�

（
※
印
章
は
「
大
坂
竹
川
」）

竹
川
彦
太
郎
殿

ま
ず
御
為
替
送
金
二
口
の
金
額
と
性
格
（「
銘
」）、
受
取
日
が
記
さ
れ
る
。
合
計
値
を
記
し
た
後
、
十
人
組
内
で
の
配
分
額
が
記
さ
れ
る
。
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差
出
は
竹
川
の
名
代
で
あ
る
が
、
こ
の
冊
を
通
じ
て
差
出
は
す
べ
て
竹
川
店
で
あ
る
の
で
、
十
人
組
の
年
番
で
、
配
分
を
差
配
し
た
顔
ぶ
れ

と
思
わ
れ
る
。
宛
所
は
こ
こ
で
は
竹
川
で
あ
る
が
、
同
じ
冊
の
中
で
奥
田
や
荒
木
の
名
も
み
え
て
お
り
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
年
番

と
は
別
の
当
番
制
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
じ
冊
に
納
め
た
安
永
五
年
ご
ろ
の
記
事
に
な
る
と
、
後
半
に
三
井
組
・
上
田
組
の
分
担
額
、
総
計
値
を
付
記
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
基

本
的
に
は
十
人
組
内
部
の
帳
簿
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
後
述
す
る
が
、
大
坂
十
人
組
御
用
所
の
保
管
記
録
の
リ
ス
ト
に
「
配
分
帳
」
が
み
え

て
お
り
（
第

4表
、
①

�
4）、

こ
れ
が
三
井
に
渡
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
実
際
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
現
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
送
金
の
ル
ー
ル
が
異
な
る
「
京
都
町
奉
行
所
名
目
貸
三
拾
年
賦
取
立
金
」
の
配
分
を
記
し
た
記
事
が
稀
に
は
さ
ま
る
が
、
こ
れ
は

三
組
の
内
訳
を
記
し
、
宛
所
は
江
戸
御
用
所
、
差
出
が
「
京
都
当
番
」
と
肩
に
記
さ
れ
る
十
人
組
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
て
、
形
式
が
大

き
く
異
な
る
。
「
京
都
当
番
」
は
同
じ
年
で
も
奥
田
、
嶋
田
な
ど
異
な
っ
た
名
が
み
え
、
ま
た
異
な
っ
た
当
番
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
や
は
り
差
し
出
し
の
実
印
が
あ
る
場
合
が
あ
っ
て
、
京
都
か
ら
江
戸
へ
の
送
金
と
み
ら
れ
る
が
、
実
際
の
配
分
は
大
坂
で
行
わ
れ
た
こ

と
が
う
か
が
え
よ
う
。

な
お
、
同
様
に
「
配
分
帳
」
と
の
名
前
を
持
ち
、
三
井
文
庫
に
現
存
す
る
御
為
替
御
用
関
係
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
一
八
世
紀
半
ば
ま
で

の
三
冊
と
（
７
）、
拙
稿
で
検
討
し
た
シ
リ
ー
ズ
（
８
）が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
三
井
が
作
成
し
た
史
料
で
あ
る
。

全
体
的
に
み
て
、
三
井
文
庫
に
現
存
す
る
十
人
組
の
史
料
は
、
時
期
が
と
び
と
び
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
控
え
や
現
物
が
三
井
両
替
店
に
あ

っ
た
が
、
失
わ
れ
た
も
の
も
当
然
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
作
成
や
伝
来
の
経
緯
は
明
瞭
に
は
分
か
ら
な
い
。

ま
た
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
三
都
の
十
人
組
の
史
料
が
お
の
お
の
に
対
応
す
る
両
替
店
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
京
両
替
店
に
は
、
寛
政

三
年
（
一
七
九
一
）
以
降
の
期
間
に
わ
た
り
多
数
の
十
人
組
関
係
史
料
が
あ
る
中
で
、
江
戸
や
大
坂
の
十
人
組
の
記
録
も
若
干
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
京
十
人
組
じ
た
い
が
江
戸
・
大
坂
十
人
組
の
記
録
を
も
っ
て
い
た
）
。
三
井
文
庫
所
蔵
番
号
の
続
一
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八
五
九
か
ら
続
一
八
九
六
に
か
け
て
は
、
本
来
「
御
為
替
十
人
組
書
類
」
と
の
木
札
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
～

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
と
幅
が
あ
り
、
江
戸
・
京
の
十
人
組
の
記
録
を
含
ん
で
い
る
。
明
治
初
頭
ご
ろ
に
、
京
両
替
店
に
集
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
続
一
九
一
一
・
一
九
一
二
は
、
「
御
用
方
色
々
書
物
類
」
と
し
て
、
天
保
か
ら
慶
応
ご
ろ
ま
で
の
京
十
人
組
の
記
録

が
ま
と
め
て
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
続
二
四
二
六
は
、
「
御
為
替
十
人
組
書
類
」
と
し
て
、
享
和
期
か
ら
慶
応
期
ま
で
の
地
料
の
通
が
ま
と
め

て
残
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
両
替
店
で
は
、
他
の
記
録
類
と
同
様
、
あ
ま
り
現
存
し
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
一
〇
点
程
度
し
か
確
認
で
き
な
い
。
宝
永
元
年
（
一
七

〇
四
）
～
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
と
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
～
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
二
つ
の
時
期
に
分
か
れ
て
お
り
（
不
明

が
一
点
あ
る
）
、
あ
る
い
は
十
人
組
か
ら
移
っ
た
時
期
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
江
戸
御
用
所
関
係
で
は
、

安
永
期
の
「
御
用
御
殿
出
勤
順
番
帳
」
二
冊
（
９
）や
、
嘉
永
年
間
の
入
用
計
算
書
類
が
あ
る
。

大
坂
御
用
方
関
連
で
は
、
後
で
み
る
保
存
記
録
の
リ
ス
ト
三
点
や
、
弘
化
～
慶
応
期
の
入
用
計
算
関
係
が
あ
る
。
仲
間
入
用
の
記
録
は
、

天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
多
数
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（

1）
当
然
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
の
印
鑑
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
大
坂
十
人
組
の
史
料
で
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
～
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
の
内
容
を
も
つ
「
大
坂
惣
名
代
印
鑑
」（
続
二
五
四
二

�四
）
と
い
う
記
録
が
現
存
し
て
い
る
。
江
戸
で
は
、
数
少
な
い
現
存
史

料
の
中
に
、
「
印
鑑

江
戸
御
用
所
月
番
」
（
安
政
元
年
、
続
二
五
四
二

�二
）
、
「
江
戸
御
用
所
惣
名
代
印
鑑
」
（
安
政
五
年
～
慶
応
二
年
、
続

二
五
四
二

�三
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
は
継
続
し
て
作
ら
れ
た
記
録
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（

2）
三
井
の
史
料
で
は
、「
済
」
印
、
「
消
」
印
な
ど
が
押
さ
れ
て
い
た
（
拙
稿
①
、
拙
稿
②
）。

（

3）
拙
稿
①
、
四
三
頁
、
大
坂
両
替
店
「
御
為
替
金
銀
割
方
扣
」（
追
一
五
七
一
）。
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（

4）
大
野
瑞
男
は
「
江
戸
御
為
替
」
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
御
触
書
か
ら
、
大
坂
御
金
蔵
の
金
銀
は
一
〇
万
両
単
位
で
江
戸
に
送
り
、
「
大
坂
に
お

け
る
支
出
は
江
戸
か
ら
為
替
送
金
す
る
こ
と
に
改
め
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
江
戸
幕
府
財
政
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
、
三
一
九
頁
）。

幕
府
で
は
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
よ
り
各
部
局
の
予
算
を
取
り
決
め
る
制
度
を
施
行
し
て
い
た
（
大
石
慎
三
郎
「
宝
暦
・
天
明
期
の
幕
政
」

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
一
一
近
世
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）。
通
常
の
御
為
替
で
は
、
上
方
で
生
じ
た
多
様
な
収
入
を
、
臨
時
の
御
為
替

送
金
に
よ
っ
て
江
戸
御
金
蔵
に
集
約
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
江
戸
御
為
替
期
に
お
い
て
江
戸
か
ら
大
坂
へ
送
金
さ
れ
る
の
は
、
上
方
で
必
要

と
判
断
さ
れ
た
額
（
予
算
）
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
細
か
な
臨
時
送
金
を
繰
り
返
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
実
際

の
御
為
替
送
金
で
は
、「
御
遣
金
」
に
加
え
、
「
御
除
金
」
と
の
銘
で
も
送
金
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
御
触
書
に
は
「
御
除
金
」
の
送
金
に

つ
い
て
の
規
定
は
な
い
が
（『
御
触
書
天
明
集
成
』
二
八
三
七
番
）、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
畿
内
で
の
予
算
を
完
全
に
江
戸
か
ら
支
配
す

る
の
で
は
な
く
、
臨
時
支
出
に
備
え
て
大
坂
御
金
蔵
で
備
蓄
し
て
お
く
べ
き
金
銀
も
、
額
を
決
め
て
、
江
戸
か
ら
送
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
御
触
書
に
あ
る
、
大
坂
御
金
蔵
の
現
金
銀
は
一
〇
万
両
単
位
で
江
戸
御
金
蔵
に
送
金
す
る
、
と
い
う
規
定
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

（

5）
賀
川
隆
行
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
御
為
替
は
三
井
の
一
手
引
き
受
け
で
あ
り
、
十
人
組
は
つ
い
で
引
き
受
け
を
願
い
出
た
の
で
あ
り
（
賀
川
前

掲
著
、
四
二
頁
）、
適
合
的
で
あ
る
。

（

6）
本
四
五
四
～
四
六
一
。

（

7）
「
御
為
替
金
配
分
控
」
（
別
一
六
二
九
、
正
徳
三
～
享
保
一
〇
）
・
「
御
為
替
金
銀
配
分
帳
」（
別
一
一
五
七
、
享
保
一
一
～
享
保
一
七
・
「
御
為

替
金
銀
配
分
帳
」（
別
一
六
九
八
、
元
文
二
～
寛
保
元
）。

（

8）
拙
稿
①
、
第

1表
参
照
。

（

9）
「
御
用
御
殿
出
勤
順
番
帳

七
番
」
（
安
永
二
～
安
永
四
、
本
三
八
五
）
・
「
御
用
御
殿
出
勤
順
番
帳

八
番
」
（
安
永
四
～
安
永
六
、
本
三
八

六
）。
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二
失
わ
れ
た
記
録
に
つ
い
て

（
一

）
三

井
の

記
録

前
述
の
よ
う
に
三
井
両
替
店
で
は
、
帳
簿
の
管
理
を
丁
寧
に
行
っ
て
お
り
、
保
存
指
定
の
た
め
の
台
帳
類
が
残
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

こ
れ
を
利
用
す
る
と
、
お
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
来
は
ど
の
よ
う
な
史
料
が
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ど
の
部
分
を
現
在
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
以
下
に
概

観
す
る
。
た
だ
し
、
御
為
替
御
用
に
特
化
し
た
台
帳
類
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
現
物
が
失
わ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
、
御
為
替
御
用

に
関
連
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
推
測
を
多
分
に
含
み
、
網
羅
性
と
い
う
点
で
は
万
全
を
期
し
が
た
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

ま
ず
、
京
両
替
店
の
史
料
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
永
久
保
存
と
さ
れ
た
史
料
を
記
載
す
る
「
天
明
二
年
寅
七
月
永
除
諸
帳
面
控
」

（
追
五
八
〇
）・
「
天
保
六
年
未
正
月
改
永
除
諸
帳
面
控
」（
追
五
八
一
）
が
あ
る
。
ま
た
、
一
定
期
間
保
存
し
た
の
ち
処
分
さ
れ
た
記
録
に
関

す
る
「
天
明
二
年
寅
七
月
切
捨
諸
帳
面
控
」（
追
五
八
二
）・「
天
保
六
年
乙
未
正
月
改
切
捨
諸
帳
面
控
」（
追
五
八
三
）
の
二
冊
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
四
冊
の
体
裁
は
よ
く
似
通
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
目
録
が
あ
り
、
各
丁
の
裏
に
通
し
番
号
（
頁
番
号
）
が
う
た
れ
、
目
録
に
は
記

録
の
名
称
と
丁
の
番
号
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
一
つ
書
で
、
帳
簿
の
収
録
年
代
が
記
さ
れ
る
が
、
最
後
の
も
の
は
下
限
が
記
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
現
用
の
記
録
を
も
網
羅
す
る
台
帳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
本
文
の
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
政
元
年
（
一

七
八
九
）
五
月
・
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
正
月
付
で
、
夏
季
の
四
五
月
・
秋
季
の
八
九
月
に
一
度
ず
つ
改
め
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

本
文
で
は
、
記
録
が
箇
条
書
き
に
さ
れ
た
下
に
印
が
一
列
に
押
さ
れ
、
実
際
に
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

途
中
か
ら
は
、
干
支
を
記
し
た
印
と
○
印
が
交
互
に
捺
さ
れ
る
が
、
途
中
ま
で
は
干
支
の
印
の
み
で
、
年
一
回
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
毎
年
必
ず
行
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
注
（

1）
参
照
）。
明
治
初
期
ま
で
収
録
す
る
帳
簿
が
あ
り
、

最
後
の
印
は
戌
年
で
、
お
そ
ら
く
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
収
録
情
報
の
下
限
年
代
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
で
も
、
内
容

で
の
分
類
は
特
に
な
い
が
、
記
載
順
か
ら
あ
る
程
度
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
御
為
替
御
用
関
連
と
推
測
さ
れ
る
史
料
を
ま
と
め
、

わ
か
る
範
囲
で
現
存
す
る
史
料
と
の
対
応
関
係
を
付
記
し
た
の
が
第

1表
で
あ
る
。

全
体
に
、
天
明
の
大
火
で
焼
失
し
た
記
録
が
非
常
に
多
く
、
「
天
明
八
申
年
焼
失
」
と
の
専
用
の
印
が
作
ら
れ
、
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
表
中
に
★
で
示
し
た
）
。
二
冊
目
に
収
録
さ
れ
る
記
録
に
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
も
の

が
多
く
、
大
火
後
に
台
帳
を
新
た
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
以
前
の
帳
簿
に
つ
い
て
も
、
壱
番
、
弐
番
、
の
よ
う
に
通
し
番
号

を
振
っ
て
い
る
簿
冊
に
つ
い
て
は
新
し
い
帳
面
に
も
重
複
し
て
記
載
し
、「
天
明
八
申
年
焼
失
」
の
印
を
改
め
て
押
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

ま
た
新
し
い
方
の
台
帳
で
は
、
一
部
の
史
料
を
目
録
か
ら
消
し
て
い
る
。

二
冊
の
「
切
捨
諸
帳
面
控
」
で
は
、
「
十
二
年
」
「
六
年
」
「
三
年
」
の
保
存
期
限
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第

1表
に
拾
っ

た
二
冊
で
は
「
年
限
茂
難
致
候
得
共
、
其
時
々
可
及
相
談
事
」
と
あ
り
、
ま
た
「
永
除 の
け

」
（
永
久
保
存
）
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
記
録
な

ど
も
あ
っ
て
、
柔
軟
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
冊
目
と
二
冊
目
で
は
重
複
し
て
記
載
さ
れ
る
冊
が
多
く
目
に
つ
く
が
、
重

複
し
て
い
る
場
合
に
は
消
印
は
二
冊
目
の
方
の
み
に
押
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
い
た
い
文
政
の
後
期
ご
ろ
に
あ
た
る
冊
か
ら
、
「
新

帳
に
写
す
」
と
朱
書
さ
れ
て
二
冊
目
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
二
冊
目
が
作
成
さ
れ
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。

な
お
一
冊
目
で
は
、
本
文
の
三
〇
～
五
一
丁
目
が
欠
落
し
て
お
り
、
一
部
の
記
録
に
つ
い
て
は
目
録
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

第

1表
を
み
る
と
、
天
明
の
大
火
後
の
記
録
は
お
お
む
ね
現
存
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、「
京
御
用
留
」「
江
戸
御
用
留
」
「
大
坂
御
用
留
」
の
も
っ
と
も
主
要
と
思
わ
れ
る
三
シ
リ
ー
ズ
が
、「
永
除
」
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第1表 京両替店の御為替御用関係記録

丁数 記録名 年次／冊数 保存
指定 現存史料 備考

①43
②63

京御用留 ①延享3～天明8／10冊（★9冊）
②天明8～文久3／19冊（全冊抹消）

永除 � ②では目録からも
抹消

①47
②56

江戸御用留 ①延享3～文化2／7冊（★4冊）
②天明8～慶応2／13冊（全冊抹消）

永除 � ②では目録からも
抹消

①50
②59

大坂御用留 ①延享3～天明8／4冊（★3冊）
②天明8～嘉永5／4冊（全冊抹消）

永除 � ②では目録からも
抹消

①52 御用留 ①享保20～延享2／3冊（★3冊） 永除 �

①52
②104

諸冥加金銀川口三
十年賦御用留

①天明8～／1冊
②天明8～文政6／2冊 永除

本246・
247

①53 臨時御用留 ①享保元～／1冊（★1冊） 永除 �

①54 大坂御為替御用留 ①正徳3～寛保元／2冊（★2冊） 永除 �

①54
②102

京都御為替御用留 ①②天明8～／1冊 永除 本200

①56
②103

二条大津御米代御
用留

①正徳元～文化元／7冊（★5冊）
②天明8～慶応3／8冊

永除 別1702～
1709

①58
②105

京大坂大津定式臨
時御為替請取方届
留

①元禄8～文化11／8冊（★5冊）
②寛保4～万延元／8冊（★3冊）

永除 本227～
229

①は3冊目（寛保
4年～）を「壱番」
とし、②はこの冊
から記載

①60 諸渡諸冥加御用留 ①明和8～／1冊（★1冊） 永除 �

①60 御用筋書抜 ①享保20～宝暦7／1冊（★1冊） 永除 �

①60 御為替御用留 ①天明2／1冊（★1冊） 永除 �

①85
②106

江戸大坂御金蔵請
納証文写

①安永3～文政2／5冊（★1冊）
②安永3～安政2／8冊（★1冊）

永除 別1060～
1065、
1085

①107
②138

押切帳 ①寛延3～文政13／16冊（★10冊）
②寛延3～安政3／17冊（★9冊）

永除 本1947、
続831、
2771、
2773～
2777乙

拙稿イ

①173
②112

御為替留 ①寛政4～天保4／4冊
②寛政4～慶応3／5冊

永除 別1694、
続2768～
2770

拙稿ロ

③38
④52

御用方下書帳 ③（落丁）
④文化2～慶応4／49冊（46冊抹消）

相談
→永除

� ④に貼紙、弘化以
降は消印あれども
「西洞院土蔵」に
あり

③69
④47

御用方来状 ③明和9～天保2／60冊（★15冊、39
冊抹消）
④文政9～慶応4／43冊（全冊抹消）

相談 � ③に文政9年の冊
に「是より後之分
新帳ニ写」とあり、
以降消印なし（④
で抹消）

注1：①「天明二年寅七月永除諸帳面控」（追580）・②「天保六年未正月改永除諸帳面控」（追581）・③「天明二年

寅七月切捨諸帳面控」（追582）④・「天保六年乙未正月改切捨諸帳面控」（追583）による。

注2：年次は必ずしも各記録の内容の下限ではなく、内容の上限（作成年代）を示す場合があることに注意。

注3：★は、天明8年焼失の印がある場合を示す。

注4：③④からとった2点の保存指定は、朱書で「年限茂難致候得共、其時々可及相談事」とあった。

注5：備考欄に、拙稿①で付した分類記号を記した。



（
永
久
保
存
）
指
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
ず
れ
も
全
冊
に
「
消
」
印
を
押
し
て
抹
消
さ
れ
て
お
り
、
現
存
も
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
他
の

記
録
と
の
整
合
性
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
だ
け
が
紛
失
あ
る
い
は
焼
失
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
目
録
部
分
で
も
、
紙
を
貼
っ
て
記
録
名
も
抹

消
し
て
あ
る
。
御
用
関
係
以
外
の
記
録
に
も
、
永
久
保
存
指
定
を
う
け
て
幕
末
ま
で
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
全
点
が
抹
消
さ
れ
て

い
る
も
の
が
み
え
る
。
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

大
坂
両
替
店
の
史
料
で
は
、
保
存
指
定
さ
れ
た
史
料
全
般
を
記
載
す
る
保
存
指
定
と
管
理
状
況
を
示
す
「
古
帳
面
録
」（
別
一
三
一
一
）
・

「
帳
面
録
」
（
別
一
三
一
二
）
が
知
ら
れ
る
。
前
者
は
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
以
降
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
が
記
さ
れ
て
お
り
、
文
政
五

（
一
八
二
二
）
年
の
整
理
の
後
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
追
記
が
あ
る
。
後
者
は
こ
れ
に
続
く
も
の
で
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

に
作
成
さ
れ
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
整
理
の
後
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
の
追
記
が
あ
る
。
重
要
度
に
応
じ
、「
永
代
物
」
、

「
先
永
代
物
」（
と
り
あ
え
ず
永
久
保
存
と
す
る
も
の
）、
な
ど
の
保
存
区
分
が
あ
る
（
前
掲
注
（

1）
参
照
）。
や
は
り
内
容
で
の
分
類
は
特

に
な
い
が
、
名
称
や
記
載
順
か
ら
あ
る
程
度
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
御
為
替
御
用
関
連
と
推
測
さ
れ
る
史
料
を
ま
と

め
、
わ
か
る
範
囲
で
現
存
す
る
史
料
と
の
対
応
関
係
を
付
記
し
た
の
が
第

2表
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
ま
ず
冒
頭
に
、
保
存
年
限
の
説
明
と
、
帳
面
の
「
出
入
」
「
潰
・
切
解
」
に
は
帳
面
方
の
了
承
を
得
る
よ
う
に
と
の
凡
例
が

あ
る
。
続
い
て
記
録
名
と
通
し
番
号
を
示
す
目
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
部
局
・
形
態
（
２
）（
「
見
世
」
「
長
帳
」
「
横
帳
」「
小
帳
」「
袋
帳
」「
賄

方
」
「
引
替
所
一
巻
」
）
で
大
別
さ
れ
、
朱
書
で
通
し
番
号
が
振
ら
れ
、
保
存
指
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
為
替
関
係
と
み
ら
れ
る
記
録
は

「
長
帳
」
「
横
帳
」
に
集
中
し
て
い
る
。
二
冊
の
帳
面
で
、
各
帳
簿
に
ふ
ら
れ
た
通
し
番
号
・
保
存
指
定
は
同
一
で
あ
り
、
「
鴻
庄
手
形
押
切

帳
」
「
両
替
手
形
押
切
帳
」
の
ほ
か
は
名
称
も
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
帳
面
録
」
は
「
古
帳
面
録
」
の
内
容
は
含
ん
で
お
ら
ず
、
続
編
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
両
方
の
帳
面
に
、
ど
ち
ら
に
記
載
す
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る
か
の
区
切
り
の
年
が
記

さ
れ
て
い
て
、
合
わ
せ
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

本
文
は
一
つ
書
で
、
京

両
替
店
の
よ
う
な
多
数
の

印
は
な
い
が
、
朱
点
・

「
合
」
印
・
黒
点
が
一
つ

ず
つ
ふ
ら
れ
て
い
る
。
一

部
で
は
み
え
ず
、
お
そ
ら

く
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
の

結
果
を
記
す
も
の
で
あ
ろ

う
。第

2表
を
み
る
と
、
い

ず
れ
の
系
統
と
も
か
な
り

現
存
し
て
お
り
、
失
わ
れ

た
記
録
は
一
部
に
と
ど
ま

る
（
拙
稿
①
参
照
）
。
大

規
模
な
変
災
を
経
る
こ
と

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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第2表 大坂両替店の御為替御用関係記録

目録
No. 帳面名 形態 保存

指定 年次／冊数 現存史料 備考

36 御為替方連状
扣

長帳 先 ①文化11／1冊
②文久2／1冊

別199甲、
435

39 御用方勤向要
用之扣

長帳 永 ①文化13／1冊
②慶応2／1冊

別443、
502

48 御為替金銀割
方扣

長帳 ？ ①安永9～文化10／4冊
②�

（4冊、
拙稿参照）

拙稿ホ／目録部になし、
②に「四拾八番内諸帳
面之棚ニ揚ル」とあり

55 配分帳 横帳 永 ①宝永4～弘化5／20冊
②安政5／1冊

（17冊、
拙稿参照）

拙稿ト／①では最初3
冊に注記「別口配分帳
ト相見ユル、追而可考」

56 御用留 横帳 永 ①寛政元～天保15／5冊
②安政3～明治4／7冊

本260～
267、
1243�1、
別1738甲

①では享保8年の巻を
付記、近代付箋「別本
御用帳之控」
②では4冊に朱線、近
代付箋「朱引四冊ハ同
系別本」

57 京都御為替銘
書帳

横帳 永 ①安永2～文政6／3冊
②�

（3冊、
拙稿参照）

拙稿チ

58 御為替御銀請
払留

横帳 永 ①元禄8～天保14／4冊
（3冊抹消）
②�

（4冊、
拙稿参照）

拙稿ヘ／①では享保十
二年の冊に「宝暦二年
�用ユ、其後不見」

60 臨時御為替之
留

横帳 先 ①享保20／1冊
②「当時無之」

� ①では「元文二巳十二
月�用ユ、其後無之」

62 御証文之留 横帳 永 ①享保21～嘉永2／15冊
（2冊抹消）
②安政3／1冊

（14冊、
拙稿参照）

拙稿リ／①では、2系
統の混同、63「御納札
控帳」との連続につき
近代貼紙

63 御納札扣帳 横帳 永 ①寛政7～嘉永3／8冊
②安政3／1冊

拙稿リ

注1：「古帳面録」（別1311）、「帳面録」（別1312）による。

注2：目録No.は帳簿上で与えられている通し番号を示す。

注3：形態の「長帳」は横帳、「横帳」は竪帳、「小帳」は横半帳のこと。

注4：保存指定の略号は下記の区分を示す。

永：永代物、先：先永代物、十：十年物、五：五年物、限：其帳面限

注5：年次は必ずしも収録年代の下限ではなく、上限（帳簿の新規作成年代）を示す場合があることに注意。

注6：現存史料の一部については、拙稿①の第1表参照．備考欄に、拙稿①で付した分類記号を記した。



の
な
か
っ
た
大
坂
両
替
店
史
料
の
残
存
状
況
の
よ
さ
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
る
と

い
え
よ
う
。

続
い
て
、
江
戸
両
替
店
の
史
料
で
は
、
御
用
関
係
の
記
録
に
つ
い
て
作
成
さ
れ

た
「
御
用
向
諸
帳
面
目
録
」
（
本
七
〇
九
）
が
知
ら
れ
る
。
宝
暦
八
年
（
一
七
五

八
）
に
作
成
さ
れ
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
ま
で
の
追
記
が
あ
る
。

宝
暦
八
年
七
月
、
御
用
方
の
序
文
が
あ
り
、
「
御
用
向
数
年
来
之
事
ニ
付
、
年

�帳
面
多
相
成
、
致
混
雑
」
と
作
成
理
由
が
述
べ
ら
れ
、
以
後
虫
干
し
の
際
に
現

物
と
引
き
合
わ
せ
る
こ
と
、
「
新
帳
」
を
作
成
し
た
際
に
は
書
き
加
え
る
べ
き
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お
の
お
の
白
紙
が
た
っ
ぷ
り
と
っ
て
あ
り
、
筆
録
を
続
け
る
予
定
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
大
分
類
は
、
「
御
用
帳
之
部
」
「
増
家
質
扣
帳
之
部
」
「
名
前
譲
替
扣

帳
之
部
」
「
上
野
宮
様
御
上
洛
・
京
都
町
奉
行
御
参
府
等
扣
帳
之
部
」「
諸
帳
雑
之

部
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
御
用
帳
之
部
」
を
ま
と
め
た
の
が
第

3表
で
あ
る
。

第
3表

を
み
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
「
元
禄
御
用
帳
」
「
御
用
留
」
「
御
用

日
記
」
と
連
続
す
る
七
〇
冊
弱
の
他
に
、
日
常
用
い
た
簿
冊
と
思
わ
れ
る
記
録
が

み
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
御
為
替
御
用
関
係
の
記
録
が
み
え
て
お
り
、
台
帳
の

名
称
や
序
文
か
ら
し
て
も
、
存
在
す
る
な
ら
ば
記
さ
れ
て
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る

が
、
御
用
の
経
緯
や
儀
礼
・
贈
答
に
関
わ
る
一
件
記
録
が
大
半
と
み
ら
れ
る
点
、
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第3表 江戸両替店の御為替御用関係記録

記 録 名 年次／冊数 備 考

御為替御用根本抜書 1冊 写本あり（本205）

御為替御用最初十人組扣帳之写 元禄～7／1冊 写本あり（本204）

元禄十二卯年御目見献上物初而
被仰付候節頂戴仕候御書付

1通 原本（殊238）・写本（特316）

元禄御用帳 2冊（天地）

御用留 宝永元～宝永4／3冊 宝永3年12月～同4年9月まで扣帳
紛失とあり

京都為御替御用諸事控 元禄12年／1冊

御目見一巻控 元禄14・15／1冊

御目見献上物一巻控 宝永2～4／1冊

為御替御用仲間定帳 享保7／1冊 写本現存か（別1875�1）

御用日記 宝永5～明和9／65冊 「御用留」（本256～259、享保期）か

注：「御用向諸帳面目録」（本709）御用帳之部より



拙
稿
で
検
討
し
た
京
・
大
坂
両
替
店
の
記
録
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
基
本
的
に
は
江
戸
両
替
店
の
役
割
は
江
戸
御
金
蔵

に
御
為
替
金
銀
を
期
限
通
り
上
納
し
、
請
取
手
形
を
と
っ
て
京
・
大
坂
両
替
店
に
送
付
す
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、
細
か
な
簿
冊
を
作
成
す
る

必
要
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
が
、
わ
ず
か
に
御
用
の
経
緯
に
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
上
方
に
取
り
寄
せ
た
写
し
が
残

っ
て
い
る
。

（
二
）

十
人
組
の
記
録

三
井
組
の
場
合
に
は
、
組
と
い
っ
て
も
両
替
店
一
巻
で
引
き
受
け
て
お
り
、
三
都
の
両
替
店
店
舗
に
記
録
を
保
管
し
て
い
た
が
、
十
人
組

の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
保
管
が
な
さ
れ
て
い
た
か
。

大
坂
で
は
、
平
野
町
二
丁
目
に
、
十
人
組
の
御
用
所
が
あ
っ
た
（
３
）。
幕
末
の
大
坂
御
用
方
の
諸
入
用
の
書
上
に
「
御
用
所
借
宅
賃
」
六
一
一

匁
四
分
が
み
え
（
４
）、
江
戸
十
人
組
の
惣
勘
定
目
録
に
大
坂
御
用
方
の
名
代
役
料
の
支
出
が
記
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
御
用
所
に
あ
っ
た
書
類
の
リ
ス
ト

が
三
井
組
に
三
点
現
存
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
三
点
と
も
包
紙
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
ウ
ハ
書
に
「
大
坂
御
用
方
諸
帳

面
類
配
分
所

�名
代
中
江
預
ケ
置
候
目
録
帳
弐
冊
入
、
毎
年
勘
定
立
合
下
坂
之
節
、
此
帳
面
持
参
、
一
同
立
合
、
相
改
可
申
事
」
と
あ
り
、

裏
に
は
「
拾
人
組
」
と
あ
る
。
本
来
は
京
御
用
所
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
後
掲
第

5表
①

�
9参

照
）。

①
「
大
坂
御
用
方
諸
書
物
目
録
覚
」（
続
一
六
六
七

�一
）

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
五
月
付
で
、
「
右
之
通
立
会
相
改
、
大
坂
配
分
所
嶋
田
店
江
相
預
置
申
候
」
と
し
て
六
名
の
連
印
が
あ
り
、
ま

た
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
一
一
月
付
で
、
前
条
を
承
知
し
た
と
し
て
、
六
名
の
連
印
が
あ
る
。
実
際
の
捺
印
が
あ
る
。

②
「
大
坂
御
用
方
諸
書
物
目
録
覚
」（
続
一
六
六
七

�二
）

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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第4表 十人組・大坂御用方の記録類

①／②所載の記録 ③所載の記録

①�1 御為替金銀訳書目録（年ナシ）23冊 �

①�2 同（文化四卯年より同十四丑年�）11冊 �

①�3 割法書（文化五辰年より同十三子年�）1
冊

�

①�4 配分帳（宝暦十一年より文化十二亥年�、
内不足有之）45冊

�

①�5 臨時渡御為替金銀高（天明八申年より文化
二丑七月�）1冊

�

①�6 御用方覚帳（元文二巳年）1冊 �

①�7 京江戸番状控（文化八未年より同十二亥年
�）5冊宛

�

①�8 同来状（文化八未年より同十二亥年�）5
冊宛

�

①�9 為替金�灰吹銀裏書手形（年ナシ）1綴 �

②�1 記録帳（寛政元酉年より文化十二亥年�）
14冊

③�1 （〔追記〕「天保元寅年�又弐冊」）

②�2 古銀為登方一件（寛政十一未年）1冊 ③�2

②�3 京都御証文之控（寛政七卯年）1冊 ③�3 （「之」なし）

②�4 山門御修復為御取登銀一件（文化八未年）
1冊

③�4

②�5 京都町歩銀大坂御金蔵納一件（寛政五丑年
より）1冊

③�5

②�6 京都より新吹金御取下一件（文化八未年）
1冊

③�6

②�7 御為登金�大判為御登一件（文化五辰年）
1冊

③�7 （「為御登～」）

②�8 俵屋一件京文通之控（文化五辰年）1冊 ③�8

②�9 森田氏滞願一件（文化四卯年）1冊 ③�9

②�10 蝦夷地御用御為替一件（文化五辰年）1冊
（フセン：特1430）

③�10

②�11 銅座為替金証文之扣（寛政八辰年より）1
冊

③�11（〔追記〕「又壱冊 文政十二丑年�」）

②�12 為替金手形之控（享和二戌年より）弐冊
（印有り）

③�12

②�13 銅座灰吹銀御取下一件（寛政十二申年より）
2冊

③�13（「銅座」ナシ）

②�14 家質上下ケ御本人御継目一件（天明八申年
より）2冊

③�14（「御本人」→「御主人方」）

②�15 古川様組合退身一件（文化十三子年）1冊 ③�15
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①／②所載の記録 ③所載の記録

②�16 聖堂御為替一件（文化八未年より）2冊 ③�16（「聖堂方～」）

②�17 大坂名代役一件（年ナシ）1冊 ③�17（寛政四子年より）

②�18 御買上金一件（年ナシ）2冊 ③�18（延享四卯年より）

②�19 朝鮮人国役銀御為替一件（文化五辰年より）
1冊

③�19

②�20 朝鮮人国役金銀渡り高扣（文化五辰年より）
1冊

③�20

� � ③�21 江戸御買上金代銀大坂御金蔵渡一件（文政
元寅年）1冊

� � ③�22 御金蔵新金銀登り下り一件（文政二卯年よ
り同五午年�）2冊

� � ③�23 家質高�割法控（文化五辰年より文政六未
年�）2冊

� � ③�24 融通一件（文政六未年）1冊

� � ③�25 諸入用減し方一件（文政四巳年より）1冊

� � ③�26 引替方御用記（文政二卯年より同八酉年�
又天保）

� � ③�27 同一件控（文政二卯年より天保）

� � ③�28 同申立書（文政四巳年）1冊

� � ③�29 同封書名前書（年ナシ）1冊

� � ③�30 同金方名前書（文政二卯年より同）5冊

� � ③�31 同銀方名前書（同三辰年より同）3冊

� � ③�32 同弐朱判名前帳（同七申年より同）1冊

� � ③�33 同壱朱金名前帳（同年より同）

� � ③�34 同金方勘定帳（文政二卯年より）4冊

� � ③�35 同銀方勘定帳（同三辰年より）2冊

� � ③�36 同弐朱判勘定帳（同七申年より）2冊

� � ③�37 同足？金代帳（同二卯年より）1冊

� � ③�38 御買上銀御内意一件（同十卯年）1冊

� � ③�39 南都御為替一件（同年より）1冊

� � ③�40 諸入用勘定帳（寛政9巳年より）2冊

� � ③�41 両組算用帳（文化元子年より）1冊

� � ③�42 大古金御買上名前帳（文政三辰年）2冊

� � ③�43 同引替勘定帳（同年より）1冊

� � ③�44 同名前帳（同年より）1冊

注：①「大坂御用方諸書物目録覚」・②「大坂御用方諸書物目録覚」・③「御用方諸書物目録」による。



①
と
同
じ
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
五
月
付
で
、「
可
相
改
申
」
と
し
て
三
名
、「
慥
預
申
」
と
し
て
三
名
ず
つ
の
連
印
が
あ
る
。
ま
た
文

政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
一
一
月
付
で
六
名
の
連
印
が
あ
る
。
お
の
お
の
の
顔
ぶ
れ
は
、
①
に
一
致
し
て
い
る
。
実
際
の
捺
印
が
あ
る
。

③
「
御
用
方
諸
書
物
目
録
」（
続
一
六
六
七

�三
）

②
の
奥
書
が
写
さ
れ
た
後
に
、
「
慥
預
申
」
の
と
こ
ろ
に
三
名
、
「
島
田
名
代
」
「
竹
川
名
代
」
と
の
肩
書
き
付
で
追
記
が
あ
り
、
文
政
一

三
年
（
一
八
三
〇
）
に
お
勤
め
と
あ
る
の
が
最
後
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
捺
印
は
な
く
、
写
し
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
る
記
録
名
を
ま
と
め
た
の
が
第

4表
で
あ
る
。
①
の
九
点
と
②
の
二
〇
点
は
重
複
が
な
く
相
互
補
完
的
に
な
っ
て
お
り
、

③
は
②
を
写
し
、
さ
ら
に
追
記
が
一
四
点
な
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。

袋
の
記
載
、
奥
書
と
内
容
か
ら
み
て
、
十
人
組
の
一
員
で
あ
る
島
田
（「
配
分
所
」
）
に
預
け
る
史
料
（
①
）、
「
名
代
中
」
へ
預
け
る
史
料

（
②
）
が
あ
り
、
毎
年
十
人
組
が
勘
定
立
会
い
の
た
め
「
下
坂
」
し
た
際
に
、
こ
の
帳
簿
を
持
参
し
て
照
合
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

連
印
し
て
い
る
の
は
、
十
人
組
を
構
成
す
る
両
替
商
の
手
代
た
ち
と
思
わ
れ
る
が
、
三
井
の
人
間
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
な

ぜ
捺
印
ず
み
の
実
物
が
三
井
に
伝
わ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
③
を
み
る
と
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
段
階
で
、
①
②
に
無
い

帳
面
が
あ
る
。
①
②
に
は
、
文
政
一
三
年
の
奥
書
が
あ
る
の
で
、
文
政
一
三
年
段
階
で
は
①
②
に
加
え
も
う
一
冊
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と

め
て
三
井
が
写
し
た
の
が
③
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
三
冊
目
は
入
手
で
き
な
か
っ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
現
用
と
は
思
わ
れ
な
い
記
録

も
み
え
る
も
の
の
、
こ
れ
が
大
坂
の
十
人
組
の
記
録
の
全
貌
と
み
て
よ
い
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
れ
ら
は
特
に
明
細
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
特
定
が
難
し
い
も
の
も
あ
る
が
、
現
在
三
井
文
庫
に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
、
①

�
4の

「
配
分
帳
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
シ
リ
ー
ズ
は
、
本
稿
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
現
存
し
て
い
る
。
そ
の

他
、
大
坂
の
御
用
所
に
関
し
て
は
仲
間
の
勘
定
に
関
す
る
も
の
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
現
存
し
て
い
る
が
、
三
井
に
伝
わ
っ
た
経
緯
は
明
ら
か

で
な
い
。
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京
の
十
人
組
の
御
用
所
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
ご
ろ
普
請
を
行
い
、
土
蔵
も
設
け
て
い
る
（
６
）。
そ
の
後
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

ご
ろ
に
類
焼
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
７
）。
所
在
地
は
両
替
町
御
池
上
ル
町
で
、
銀
座
の
向
か
い
で
あ
っ
た
（
８
）。
銀
座
の
地
は
後
に
上
地
さ
れ
、
十

人
組
が
預
か
っ
て
「
御
貸
地
」
と
し
て
管
理
し
、
下
代
と
よ
ぶ
者
を
お
い
て
、
貸
地
代
の
徴
収
や
御
用
所
の
繕
普
請
を
さ
せ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
（
９
）。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
普
請
に
際
し
て
つ
く
ら
れ
た
御
用
所
絵
図
面
（
続
一
八
六
七

�四
）
を
み
る
と
、
一
二
の
部
屋
を
持
ち
、

押
入
も
複
数
あ
る
。
ま
た
備
品
の
書
き
上
げ
で
あ
る
「
御
用
所
建
具

�道
具
類
仮
控
」（
続
一
八
六
七

�五
）
を
み
る
と
、「
御
用
長
持

錠

付
」
「
春
慶

�笥
錠
付
」
「
白
木

�笥
」
各
一
つ
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
は
、
「
御
貸
地
旧
記
一
件
帳
類

追
々
相
嵩
ニ
付
非
常
為
手
当
」
と
の
理
由
で
、
嶋
田
店
の
取
り
扱
い
で
、
東
西
二
間
・
南
北
一
間
半
の
土
蔵
が
建
て
ら
れ
て
お
り
（
「
土
蔵

普
請
諸
入
用
」
続
一
七
六
七

�七
）、
記
録
類
は
こ
れ
ら
に
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
井
文
庫
に
は
、
土
蔵
が
で
き
た
弘
化
期
前
後
の
、
「
御
用
方
年
番
引
渡
両
替
町
目
録
書
」
と
題
す
る
史
料
が
若
干
点
あ
る
。
奥
書
を
み

る
と
、
毎
年
一
月
に
、
十
人
組
の
年
番
の
間
で
引
継
が
れ
た
書
類
の
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
御
用

�笥
」「
御
貸
地
方

�笥
」
各
一
棹
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
納
め
ら
れ
て
い
た
書
類
な
ど
が
一
つ
書
で
列
記
し
て
あ
る
。

ま
た
、
土
蔵
に
納
め
ら
れ
た
書
類
に
か
ん
す
る
竣
工
翌
年
の
リ
ス
ト
で
あ
る
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
三
月
改
「
弘
化
五
申
年
三
月
改
島

田
小
野
立
合
土
蔵
中
目
録
」
（
続
二
四
六
二

�六
）
が
現
存
し
て
い
る
。
嘉
永
期
や
文
久
期
の
記
録
も
み
え
て
お
り
、
毎
年
作
成
す
る
の
で

は
な
く
、
弘
化
五
年
に
作
成
し
た
記
録
に
追
記
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
京
御
用
所
の
土
蔵
に
収
め
ら
れ
た
記
録
と
し
て
、
幕
末

ま
で
網
羅
し
た
内
容
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
録
が
三
井
に
伝
来
し
て
い
る
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
、
「
御
用
方
年
番
引
渡
両
替
町
目
録
書
」
の
う
ち
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
一
月
改
の
も
の
（
続
二
四
六
二

�一
）
、
弘
化
五
年

（
一
八
四
八
）
一
月
改
の
も
の
（
続
二
四
六
二

�四
）
の
「
御
用

�笥
」
項
、
お
よ
び
「
弘
化
五
申
年
三
月
改
島
田
小
野
立
合
土
蔵
中
目
録
」

か
ら
作
成
し
た
の
が
、
第

5表
で
あ
る
。
同
じ
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
省
略
し
、
番
号
の
み
示
し
、
有
意
な
差
が
あ
る
場
合
に
は

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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第
5
表
十
人
組
・
京
御
用
所
の
記
録
類

①
弘
化

2
年
番
引
渡

②
弘
化

5
年

1
月
年
番
引
渡

③
弘
化

5
年

3
月
土
蔵

三
井
文
庫

①
1
御
用
方

�
笥

1
棹

②
1

�
�

①
2
御
役
所
よ
り
預
り
金
銀
留

1
冊

②
2

�
�

①
3
銀
具
書
物
嶋
田
掛
り
之
分

1
袋

②
3
「
銀
具
書
物
入
」
★

�
�

①
5
両
組
勘
定
�
割
合
勘
定
写

2
袋

②
6

�
�

弘
化
～
安
政
期
（
続
64

13～
642

7）・
慶
応
期
（
続

166
6）

①
6
定
書

1
箱

②
7

�
�

「
定
書
」
為
御
替
組
（
本
9
65乙
）

カ
？

①
9
大
坂
諸
帳
面
配
分
所
江
預
置
候
目
録

入
1
袋

②
10
「
預
り
置
」

�
�

表
4
典
拠
（
続
1
667）

カ
？

①
11
引
替
方
ひ
な
か
た

2
袋

②
11

�
�

①
12
御
証
文
返
上
御
請
取
書
・
金
銀
差
立

之
節
熊
谷
よ
り
請
取
書

4
つ

②
12

�
�

①
13
瑕
金
引
替
甲
乙
帳
入
・
其
外
右
一
条

ニ
拘
候
書
付
共

1
袋

②
13

�
�

①
15
引
替
御
用
記

11
冊

②
15
…
但
仮
御
用
記
・
当
用
記
共

10冊
�

�

①
16
引
替
御
手
当
帳

7
冊

長
閉

2
冊

白
木
箱
入

②
16
引
替
御
手
当
渡
帳

5
冊

外
ニ
金
銀
表
紙
弐
ツ
分
共
白
木
箱
ニ

入

�
�

①
17
二
条
御
城
御
金
銀
御
引
替
御
用
記

入
5
袋

②
17

�
�

①
19
野
嶋
良
助
事
山
縣
平
八
郎
抱
入
・
請

状
之
写

�
来
状
入

1
袋

②
19

�
�

「
江
戸
惣
名
代
野
島
良
助
事
山
県
平

八
郎
抱
入
請
状
之
写
」
（
続
18

65�
1� 1）

①
25
書
状
封
し
箱

1つ
②

24
�

�

①
26
引
替
金
銀
上
封

書
付
印
判

4
枚

②
25

�
�
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①
27
引
替
金
封
印

2
②

26
�

�

①
28
御
用
印
形
封
印
共

2
②

27
�

�

①
29
諸
か
ぎ
る
い

②
28

�
�

①
31
紛
失
金
一
件
帳

1
袋

②
30

�
�

①
32
初
発
よ
り
引
替
金
銀
・
諸
為
登
高
差

下
シ
高
共
・
御
用
記

1
袋

②
31
御
用
記

3
冊
入

�
�

「
引
替
金
銀
為
御
登
高
差
下
高
共

御
用
記
」（
続

1657
� 1～

3）

①
33
引
替
金
銀
御
為
登
高
差
下
シ
高
共
両

組
よ
り
御
役
所
江
書
上
写

1
袋

②
32

�
�

①
34
引
替
名
前
帳

4
袋

②
33

�
�

①
36
東
海
道
よ
り
之
書
付
る
い
・
板
ニ
は

さ
み

1
〆

②
34

�
�

①
37
状
箱

大
小

2
②

35
�

�

①
41
引
替
方
用
金
箱
ニ
荷
造
ニ
用
ひ
候
諸

道
具
入

1
箱

②
42

�
�

①
43
色
々
書
物

1
包

②
40

�
�

� 御
用
方
色
々
書
物
入
� （
続
191

1�
1）
カ
？

①
4
道
中
往
来
案
内
触
書
定
遣
印
帳

1
冊

②
5
★

③
24

①
7
禁
裏
御
所
御
用
御
預
り
金
扣

1
袋

②
8

③
27

「
禁
裏
御
所
御
用
御
預
リ
金
控
」

（
続

18
69�

1）

①
8
大
坂
御
用
方
諸
入
用
目
録
写

1
袋
・

1
綴

②
9

③
22
…
金
銀
目
録

8
袋

天
保
～
安
政
（
続
64

11～
642

7）・
慶
応
（
続
166

6・
1
910
）

①
18
銀
具
代
渡
帳
入

1
袋
・
1
〆

②
18
★

③
6
銀
具
代
渡
帳

1
袋
・

1
〆

①
20
銀
具
切
手

9
〆

外
ニ
御
書
付
る
い

3
御
印
鑑
御
切
手

1

②
4
銀
具
切
手

9
〆

外
ニ
御
印
鑑
御
切
手

1
枚

金
銀
具
御
掛
引
替
記
入
外
ニ
有
之

1
袋
★

③
7
銀
具
請
取
切
手

9
〆
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①
弘
化

2
年
番
引
渡

②
弘
化

5
年

1
月
年
番
引
渡

③
弘
化

5
年

3
月
土
蔵

三
井
文
庫

①
21
江
戸
御
用
所
・
年
々
勘
定
目
録
写
・

�
江
戸
大
坂
連
状
共

1
袋

②
20

③
23
江
戸
御
用
所
勘
定
目
録
・
引
替
惣
勘

定
目
録
〆

2
冊
入

9
袋

文
久

3（
続
186

7� 12
� 1）

①
23
江
戸
大
坂
御
用
状
扣
帳

5
冊

�
来
状
さ
し
・
書
状
紙
板
共
右
箱

ニ
入

②
22

4
冊

③
14
江
戸
大
坂
遣
状
入

1
袋

①
24
御
用
状
届
物
請
取
帳

1
冊

�
御
文
庫
壱
網
袋
入

②
23
★貼
紙
で

2
冊
・
御
文
庫

2
に
訂
正

③
13
御
用
状
届
帳

1
冊

①
30
大
坂
名
代
抱
入
書
物
入

1
袋

②
29

③
17
大
坂
名
代
抱
入
一
件
書
物

1
袋

①
3
9
雑
色
町
代
持
場
名
前
帳
白
木
箱

4
冊

②
36

③
32
雑
色
方
町
代
持
場
在
町
名
前
帳
入

1
箱

①
14
御
用
記

3
0～

32、
34～

40
1
0冊

�
�

③
2

1～
40

3
8
冊

29
、
33
の

2
冊
不
足

①
35
金
銀
具
御
掛
引
替
記
入

1袋
�

�
③

5
天
保
十
二
丑
年
金
銀
具
御
掛
・
古

金
銀
引
替
記

①
38
江
戸
表
よ
り
差
立
之
節
道
中
宿
々
割

付
帳
入

1
袋

�
�

�
�

①
40
引
替
方
書
も
の
い
ろ
ゝ
ゝ

1
籠

�
�

�
�

�
天
保
十
四
卯
年
金
銀
南
鐐
壱
朱

銀
引
替
方
書
付
類

�
（
続

16
63）

カ
？

①
42
金
銀
引
替
当
用
記

1
冊

�
�

�
�

①
10
旅
人
引
替
端
書
刺

1
つ

�
�

�
�

①
22
江
戸
大
坂
御
用
来
状

1
6綴

�
�

�
�

�
�

②
58
道
中
往
来
先
触
駄
賃
帳
雛
か
た
入

�
江
戸
連
状
於
彼
地
申
定
一
札
之
写
、

品
川
衆
よ
り
相
渡
候
請
取
書
之
写
共

1
袋

�
�

「
荷
物
絵
符
先
案
内
書
駄
賃
帳
認

振
雛
形
」（
続
2427

� 15
� 1）
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�
�

②
14
御
用
記

4
1～

5
2

12冊
�

�

�
�

②
49
山
縣
平
八
郎
引
負
金
一
件

�
�

「
山
県
平
八
郎
引
負
金
一
件
」
江

戸
三
井
組
（
続
191

3� 1
）
カ
？

�
�

②
21
江
戸
大
坂
御
用
来
状
嘉
永

5
年
分

2
〆

�
�

�
�

②
38
泉
涌
寺
御
再
建
御
入
用
銀
請
払
御
用

記
�
淀
橋
御
普
請
御
入
用
銀
預
り

一
件
帳

1
袋

�
�

「
泉
涌
寺
御
再
建
諸
堂
舎
御
入
用

銀
請
払
御
用
記
」（
別
1
679�

1）

�
�

②
41
大
宮
万
次
手
紙
請
取
押
切
帳
入

1
袋

�
�

�
�

②
57
大
宮
万
次
証
文
願
書
入

1
封

�
�

�
�

②
43
御
用
所
土
蔵
目
録

1
袋

�
�

弘
化

5
年

3
月
改
（
③
）

�
�

②
44
荒
木
様
御
預
り
御
扱
米
代
銀
利
息
毎

暮
年
番
へ
被
相
渡
約
定
一
札

�
�

�
�

②
45
桔
梗
屋
作
右
衛
門
沽
券
証
文

1
通

�
�

�
�

②
46
御
用
所
土
蔵
鍵

2
つ

�
�

�
�

②
47
大
坂
惣
名
代
浅
田
新
四
郎
印
鑑

1
枚

�
�

�
�

②
48
御
証
文
之
写
添
書

�
道
中
割
付
帳
共

大
津
宿
役
人
書
付

外
ニ
道
中
往
来
先
触
駄
賃
帳
表
紙
共

�
�

�
�

②
51
飛
脚
越
後
屋
孫
右
衛
門
断
書
一
冊

1
通

�
�

�
�

②
52
後
藤
印
鑑
入

1
通

�
�

�
�

②
53
引
替
方
要
用
書

1
袋

�
�

�
�

②
54
奥
田
家
質
御
為
替
証
文

�
引
当
沽

券
状
壱
通

1
封

�
�
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①
弘
化

2
年
番
引
渡

②
弘
化

5
年

1
月
年
番
引
渡

③
弘
化

5
年

3
月
土
蔵

三
井
文
庫

�
�

②
58
大
坂
御
用
所

消
合
金
�
貸
滞
取
建

出
入
帳

（
大
坂
表
立
会
の
節
帳
面
返
却
）

�
�

�
�

②
59
竹
川
彦
左
衛
門
殿
御
用
方
見
習
願

諸
書
類

�
是

�
御
取
調
手
続
書
抜
之

覚
1
綴

�
�

�
�

②
55
禁
裏
御
所
御
用
御
預
金
御
利
息
上
納

通
1
袋

③
28

�
�

②
42
壱
朱
坪

6
0枚

★
③
11
壱
朱
銀
坪

60
枚

�
�

②
50
勢
田
橋
御
手
当
金
利
息
上
納
通
入

1
袋

③
15

�
�

②
37
御
献
上
呉
服
物
代
金
後
藤
請
取
書
高

村
儀
兵
衛
印
鑑

2
枚

③
18
御
献
上
物
代
請
取
印
鑑
後
藤
�
高

村
儀
兵
衛

2
枚

�
�

②
56
御
救
米
掛
刺
銭
上
納
一
件
留
�
押

切
壱
枚
共
入

1
袋

③
19

嘉
永

4
「
御
救
米
懸
り
刺
銭
上
納

一
件
」
（
続
18

73）

�
�

②
39

③
30
御
用
提
灯
御
尋
一
件

1
袋

�
�

�
�

③
1
元
文
時
代
御
用
記

2
冊

�
�

�
�

③
16
御
用
記

6
冊

58
、
5
9、

6
2～

65

�
�

�
�

③
3
江
戸
状
留
帳

26冊

�
�

�
�

③
4
大
坂
状
留
帳

9
冊

�
�

�
�

③
8
古
届
状
帳

17
冊

�
�

�
�

③
9
勘
定
目
録

39
冊

文
政
1
2～
天
保

10
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�
�

�
�

③
10
江
戸
御
銀
配
分
帳
・
引
替
諸
入
用
帳

面
・
御
地
所
諸
入
用
帳
当
時
不
用

壱
縛

�
�

�
�

③
12
嘉
永
五
子
年
暮
仕
舞
江
戸
御
用
所

年
々
勘
定
目
録
写

文
久

3（
続
1
867

� 12
� 1）

�
�

�
�

③
20
京
大
津
御
代
官
御
為
替
金
一
件

1
袋

�
�

�
�

③
21
文
久
二
戌
・
同
亥

御
地
料
取
立
差

引
目
録
・
御
用
方
諸
入
用
帳
・
引
替

方
諸
入
用
帳
・
差
引
端
書
・
御
貸
地

諸
入
用
帳
〆

2
袋

続
189

5� 1�
1～

5

�
�

�
�

③
25
摂
河
州
米
御
払
下
一
件

1
袋

�
�

�
�

③
26
西
御
公
事
方
御
預
り
金
控

1
袋

�
御
利
息
上
納
通

1
袋

「
西
御
公
事
方
御
預
ケ
金
控
」（
続

18
69�

2）

�
�

�
�

③
29
嘉
永
七
寅
年
四
月

御
所
御
炎
上
御

造
営
掛
り
御
役
人
方
御
登
京
勤
方
一

件
1
冊

�
�

�
�

③
31
文
箱

3
つ

�
�

�
�

③
33
届
帳

1
冊

注
1
：
①
「
御
用
方
年
番
引
渡
両
替
町
目
録
書
」
（
続

2462
�
1）
・
②
「
御
用
方
年
番
引
渡
両
替
町
目
録
書
」
（
続

2462
�
4）
・
③
「
弘
化
五
申
年
三
月
改
島
田
小
野
立
合
土
蔵
中
目
録
」
（
続

2462
�
6）

よ
り
作
成
。

注
2
：
★
は
、
弘
化

5
年

2
月
に
御
用
所
土
蔵
へ
し
ま
っ
た
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
も
の
。



そ
の
内
容
を
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
該
期
の
両
替
町
の
御
用
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
記
録
類
の
お
お
よ
そ
が
わ
か
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。こ
れ
を
み
て
み
る
と
、
単
位
が
多
く
の
場
合
で
「
袋
」
「
〆
」
な
ど
で
、
冊
数
の
増
減
な
ど
が
追
え
な
い
場
合
も
多
い
が
、
年
代
や
通
し

番
号
が
わ
か
る
記
録
で
、
古
い
も
の
が
み
え
な
く
な
っ
て
い
る
例
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
一
定
期
間
保
管
さ
れ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

引
継
リ
ス
ト
と
土
蔵
の
双
方
に
み
え
る
記
録
も
あ
る
が
、
後
に
移
さ
れ
た
場
合
、
も
し
く
は
新
旧
で
保
管
場
所
が
異
な
る
場
合
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
②
の
三
条
目
・
四
条
目
に
は
、
朱
書
で
、
「
右
○
印
三
点
弘
化
五
年
二
月
御
用
所
土
蔵
へ
仕
舞
置
、
年
番
嶋
田
御
印
鑑
御
切
手

者
御
用

�笥
ニ
有
」
と
あ
っ
て
、
土
蔵
に
保
管
す
る
分
と
、
従
来
ど
お
り
御
用

�笥
に
収
納
し
て
お
く
記
録
を
分
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

弘
化
五
年
一
月
に
も
一
度
、
少
数
の
記
録
が
土
蔵
に
収
め
ら
れ
た
ら
し
い
（

�）。
御
用

�笥
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
現
用
と
み
な
さ

れ
た
帳
簿
類
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
土
蔵
へ
の
移
動
は
少
し
ず
つ
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
部
が
三
井
文
庫
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
表
か
ら
は
規
則
性
は
よ
み
と
れ
ず
、
伝
来
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
の
十
人
組
の
御
用
所
は
本
両
替
町
に
あ
り
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
ご
ろ
に
類
焼
し
て
お
り
（

�）、
そ
の
後
の
普
請
に
関
連
し

て
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
図
面
が
残
さ
れ
て
い
る
（

�）。
二
階
建
て
で
部
屋
は
一
〇
以
上
あ
り
、
や
は
り
土
蔵
が
付
属
し
て
い
る
。
嘉
永
期

の
江
戸
御
用
所
の
勘
定
目
録
に
は
「
御
用
所
地
代
」
二
二
両
三
分
が
記
さ
れ
て
い
る
（

�）。
こ
こ
に
納
め
ら
れ
て
い
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
稿

の
第
一
章
で
み
た
も
の
の
他
は
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

な
お
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
人
組
や
三
井
組
全
体
の
な
か
で
の
年
番
が
預
か
る
史
料
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
元

禄
か
ら
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
、
御
為
替
各
組
の
当
主
・
名
代
の
申
し
合
わ
せ
事
項
を
年
代
順
に
写
し
た
「
定
書
」（
別
一
八
七
五

�

一
）
を
み
る
と
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）、
三
井
組
・
十
人
組
・
上
田
組
の
申
し
合
わ
せ
に
、「
此
帳
面
並
御
裁
許
帳
、
箱
ニ
入
、
向
後
年
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番
ニ
預
之
、
御
訴
訟
ニ
罷
出
候
前
後
ニ
年
番
之
方
江
立
会
、
評
儀
之
上
、
何
連
茂
同
心
仕
候
ハ
ヽ
、
拵
置
候
御
裁
許
帳
ニ
得
心
之
印
形
仕
、

其
上
ニ
而
可
願
上
候
、
尤
願
之
書
付
・
御
裁
許
之
次
第
、
右
帳
面
ニ
留
置
可
申
事
」
と
あ
っ
て
、「
此
帳
面
」「
御
裁
許
帳
」
が
あ
り
、
全
体

の
年
番
が
箱
で
預
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
の
史
料
は
写
し
で
あ
っ
て
現
物
で
は
な
い
。

（

1）
前
掲
は
じ
め
に
注
（

11）
参
照
。
以
下
、
本
稿
で
利
用
す
る
帳
簿
管
理
用
の
台
帳
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
で
既
に
簡
単
な
紹
介
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（

2）
現
行
の
近
世
史
料
の
呼
称
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
長
帳
」
が
い
わ
ゆ
る
横
帳
を
、「
横
帳
」
が
竪
帳
を
、「
小
帳
」
が
横
半
帳
を
指
す
。

（

3）
宮
本
又
次
「
近
世
京
都
に
お
け
る
小
野
一
族
経
営
の
諸
相
」
同
編
『
史
的
研
究
金
融
機
構
と
商
業
経
営
』
清
文
堂
、
一
九
六
七
、
八
〇
頁

（
の
ち
同
『
小
野
組
の
研
究
』
第
一
巻
、
二
九
七
頁
）。

（

4）
「
安
政
六
年
己
未
正
月
大
阪
御
用
方
諸
入
用
金
銀
目
録
」
続
六
四
二
七

�一
。

（

5）
「
文
久
三
亥
年
江
戸
惣
勘
定
目
録
」
続
一
八
六
七

�一
二

�一
。

（

6）
「
御
用
所
普
請
一
件

�御
用
所
有
物
控
帳
弐
冊
」
続
一
八
六
七
。

（

7）
「
奥
田
重
右
衛
門
外
五
名
連
状
」（
藤
井
藤
兵
衛
外
七
名
宛
）
文
久
二
年
、
続
二
一
〇
八

�二
。

（

8）
宮
本
又
次
「
恵
比
寿
屋
島
田
八
郎
左
衛
門
家
の
経
営
と
家
訓
」
同
編
『
史
的
研
究
金
融
機
構
と
商
業
経
営
』
清
文
堂
、
一
九
六
七
、
一
七

〇
頁
。

（

9）
「
従
西
御
公
事
方
御
貸
地
之
儀
御
尋
ニ
付
差
上
候
書
面
」（
続
一
八
六
三

�二
）、
慶
応
二
年
「
規
定
書
」（
続
一
九
一
四

�三
）。

（

10）
「
弘
化
五
戊
申
年
正
月
改
御
用
所
へ
仕
舞
置
候
分
目
録
」
続
一
九
一
二

�二
一
。

（

11）
「
竹
川
彦
太
郎
等
書
状
」（
小
野
善
助
等
宛
、
年
賀
、
火
事
見
舞

�江
戸
御
用
所
類
焼
ノ
件
）
続
一
九
一
一

�六
。

（

12）
「
弘
化
三
丙
午
年
江
戸
御
用
所
絵
図
面
」
続
一
八
六
七

�一
一

�一
。

（

13）
嘉
永
三
年
「
江
戸
御
用
所
勘
定
明
細
書
」
続
一
九
一
〇

�五
。
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お
わ
り
に

以
上
、
①
十
人
組
が
作
成
し
、
三
井
に
残
さ
れ
た
帳
簿
、
②
三
井
・
十
人
組
が
作
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
記
録
、

の
二
点
か
ら
、
御
為
替
御
用
の
記
録
に
つ
い
て
補
足
的
な
検
討
を
行
っ
た
。

京
両
替
店
の
史
料
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
大
火
以
降
の
永
久
保
存
指
定
史
料
は
ほ
ぼ
現
存
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
主
要
と
み

ら
れ
る
「
御
用
留
」
三
シ
リ
ー
ズ
の
み
は
抹
消
さ
れ
て
い
た
。

大
坂
両
替
店
の
史
料
は
、
非
常
に
残
り
が
よ
く
、
近
世
に
永
久
保
存
指
定
さ
れ
た
も
の
は
お
お
む
ね
現
存
し
て
い
る
。

江
戸
両
替
店
の
史
料
は
、
御
用
の
経
緯
に
関
す
る
も
の
の
写
し
や
御
用
留
の
ご
く
一
部
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
京
・

大
坂
で
作
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
基
本
台
帳
と
な
る
実
務
上
の
帳
簿
と
思
し
い
も
の
が
み
ら
れ
な
い
。

十
人
組
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
体
系
立
て
て
論
じ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
京
・
大
坂
・
江
戸
に
御
用
所
が
あ
り
、
京
・
大
坂
の
御
用

所
に
収
め
ら
れ
た
記
録
の
一
覧
が
残
っ
て
い
た
。

最
後
に
、
論
点
と
課
題
を
記
し
て
結
び
と
し
た
い
。

一
つ
は
、
諸
記
録
の
実
務
上
の
配
置
、
保
存
空
間
、
利
用
の
あ
り
方
と
関
連
文
書
作
成
の
相
関
の
問
題
で
あ
る
（
１
）。
三
井
の
京
本
店
に
つ
い

て
は
前
述
の
鶴
岡
の
詳
し
い
仕
事
が
あ
り
、
本
稿
で
は
、
京
・
大
坂
の
十
人
組
御
用
所
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
検
討
を
行
っ
た
が
、
三
井
両

替
店
一
巻
の
記
録
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
実
務
上
の
配
置
で
は
、
例
え
ば
、
西
京
両
替
店
の
勤
務
者
に
対
す
る
聞
き
取
り

か
ら
は
、
「
後
鑑
」
と
呼
ぶ
記
録
が
、
店
内
の
「
格
子
の
と
こ
ろ
」
に
置
か
れ
て
、
日
常
的
に
筆
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

ま
た
、
保
存
空
間
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
同
じ
京
両
替
店
の
勤
務
者
の
聞
き
取
り
で
は
「
押
入
れ
」「
廊
下
の
蔵
」「
二
階
奥
の
蔵
」
な
ど
に
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収
納
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
（
３
）、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
大
阪
両
替
店
「
諸
帳
面

�諸
道
具
之
控
帳
（
４
）」
を
み
る
と
、
空

間
に
つ
い
て
上
土
蔵
「
下
之
部
」
・
二
階
之
分
・
「
上
土
蔵
」
下
之
部
・
戌
亥
蔵
之
部
・
西
蔵
之
部
「
納
屋
物
」
・
座
敷
有
之
部
・
勘
定
場
之

部
・
台
所
之
部
・
付
落
之
部
、
と
の
分
類
が
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
戌
亥
蔵
之
部
に
、
古
帳
入
「
古
」
長
持
・
古
帳
入
「
古
」

�笥
・
古
帳
入

長
持
二
つ
、
勘
定
場
之
部
に
、

�笥
二
つ
が
あ
る
。
後
者
に
は
「
押
切
帳
」
な
ど
の
名
が
み
え
、
現
用
記
録
が
収
納
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
事
例
を
合
わ
せ
て
、
史
料
を
形
態
や
機
能
の
み
で
な
く
、
利
用
・
保
存
さ
れ
る
空
間
や
場
面
と
合
わ
せ
、
動
態
的
に
把
握
し

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
幕
末
の
御
為
替
御
用
の
記
録
に
つ
い
て
で
あ
る
。
御
為
替
御
用
に
関
す
る
記
録
は
、
幕
府
の
財
政
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
貴
重
で
あ
る
こ
と
は
再
三
述
べ
て
き
た
が
、
特
に
幕
末
に
つ
い
て
は
、
三
井
に
お
い
て
も
様
々
な
御
用
が
増
え
て
お
り
（
５
）、
さ
ら
に
周
知

の
よ
う
に
政
局
の
中
心
が
京
都
に
移
動
し
、
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
幕
末
政
治
史
と
関
連
づ
け
て
議
論
す
る
こ
と
で
、

大
き
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
の
限
ら
れ
た
検
討
の
範
囲
で
も
、
京
両
替
店
に
お
け
る
主
要
な
御
用

留
三
シ
リ
ー
ズ
の
み
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
維
新
期
の
動
乱
に
際
し
、
三
井
が
い
ち
は
や
く
維
新
政
府
と
関
係
を
む
す
ん

だ
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
旧
来
の
幕
府
と
の
関
係
に
関
す
る
記
録
類
は
、
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
か
。
引
き
続
き
解
明
に
つ
と
め
た
い
。

（

1）
史
料
管
理
学
（
史
）
と
近
世
古
文
書
学
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
必
要
が
説
か
れ
、
「
史
料
空
間
論
」
と
し
て
、
幕
府
文
書
な
ど
に
つ
い
て
議

論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
高
木
俊
輔
・
渡
辺
浩
一
編
著
『
日
本
近
世
史
料
学
研
究

�史
料
空
間
論
へ
の
旅
立
ち
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
〇
、
な
ど
。

（

2）

�口
知
子
「
史
料
紹
介
京
都
・
大
坂
三
井
両
替
店
等
勤
仕
者
等
談
話
要
領
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
八
、
一
九
九
四
、
一
一
九
頁
。
な
お
、

御為替三井組の御用関係帳簿類について（3）（村）
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京
両
替
店
の
「
後
鑑
」
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）・
同
六
年
の
も
の
し
か
現
存
し
て
い
な
い
（
別
二
六
三
四
・
別
二
六
三
五
）。

（
3）

前
掲

�口
史
料
紹
介
、
一
二
〇
頁
。

（

4）
続
一
八
二

�四
。
佃
伊
平
次
（
印
あ
り
）

↓御
懸
り
清
水
覚
治
郎
・
立
会
加
藤
清
右
衛
門
。
「
右
之
通
此
度
交
代
ニ
付
慥
ニ
請
取
申
候
」
と

あ
り
、
引
継
ぎ
の
際
の
引
渡
し
リ
ス
ト
で
あ
り
、
網
羅
性
と
い
う
点
で
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
書
の
肩
に
は
、
朱
書
で
異
な
る
場
所

が
付
記
さ
れ
る
。
請
取
・
引
き
渡
し
時
の
場
所
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（

5）
『
三
井
事
業
史
』
本

�一
、
第
六
章
第
六
節
。
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